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「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念事業として、本年度は3つの国際会議 (f2002年第6回

DPI世界会議札幌大会Jf第四回RIアジア太平洋地域会議Jfアジア太平洋障害者の十年推進キャ

ンペーン2002J)が開催されましたが、これと平行して、圏内の障害者施策推進のため、全国の障害

者関係団体の協力による f3つのキャンペーン」事業を実施しました。

このキャンペーン事業の実施にあたっては、全国展開の中で機運の盛り上げを図るべく、全国の都

道府県・政令指定都市社会参加推進センター(以下、「推進センターJ)を拠点とした活動が行われま

した。推進センターにて各地域の障害当事者団体をリストアップして、障害者施策に関する当事者団

体評価アンケート調査が行われたほか、推進センターを中心として各種障害者団体の参画による「障

害者施策推進フォーラム協議会J(以下、「フォーラム協議会J)が設置され、決議の採択、自治体首

長への「内閣総理大臣メッセージJ伝達や要請活動などが展開されました。

このように各県の「フォーラム協議会」は、地域の障害者団体の人材、情報等の資源が集う拠点と

しての役割を担いました。

この「フォーラム協議会Jの活動の概要と記録を、全国一覧としてここに取りまとめました。地域

における障害者団体の組織と活動を、全国的な連携のもとに推進していく契機となれば幸いです。

最後に、本報告書の作成にあたっては、社会福祉法人丸』工基金の助成をいただきました。ここに厚

く御礼申しあげます。
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「障害者施策推進フォーラム協議会Jの活動について

日本身体障害者団体連合会事務局長森 祐司

この事業の着目すべき点は、 DPI日本会議を中心とした障害者福祉の専門家による評価委員会が、「市町

村障害者計画Jr欠格条項Jの詳細な調査を行い、その調査結果を活用して障害当事者団体である障害者社会

参加推進センターが全国レベルでキャンペーン活動・要望活動を展開したことにある。

そもそも社会参加推進センターは、平成10年、厚生省(当時)の指導により、障害者の社会参加促進施策

を総合的かつ効果的に推進するため、 3障害(身体、知的、精神)共通の事業推進組織として設立され、障

害の有無にかかわらず誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて、障害者自らによる諸種の社

会参加促進施策を実施し、地域における自立と社会参加を推進することを目的として、各都道府県・政令指

定都市に設置されたものである。

この障害者社会参加推進センターを中心に障害者団体による「障害者施策推進フォーラム協議会Jの設立

が進められ、最終的に34団体が「障害当事者の社会への参加・統合・人権」という視点で決議書や要望書を

作成し、内閣総理大臣の挨拶文を添え、知事・市区町村長・各障害福祉課等に要望活動を行った。

この取り組みにおいて重要なことは、障害種別・障害者団体にとらわれず、障害者当事者団体が地方レベ

ルで一致団結を行い、活動したことであり、各地域の新聞等に大きく取り上げられている。

そしてこの事業のもう一つの大きな特色として、平成14年 l月、厚生労働省障害保健福祉部が各都道府県・

政令指定都市の障害保健福祉課へ支援と協力を呼びかけの文章を障害保健福祉部社会参加推進室長名で発信

され、また、平成14年7月、「アジア太平洋障害者の十年J最終年記念フォーラム八代英太組織委員長が、小

泉内閣総理大臣より、全国の都道府県知事、市区町村長に向けた、障害者施策推進に関する挨拶文 uメッセ

ージJ)を受取り、これを一つの旗印とすることができたことにある。

今回の調査により、障害者団体のさまざまな問題が浮き彫りになったが、障害者団体の存在意義も今まで

以上に明確になったと思われる。この調査結果を真撃に受止め、これらの問題を解決していきたいと考えて

いる。また、「障害者施策推進フォーラム協議会Jが活動した今回の行動は、これが終わりではなく、これが

はじまりであるとの認識に立ち、「新・アジア太平洋障害者の十年」に向け、積極的に取り組んでいきたいと

考えている。
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"-'''-'''-''"''''''"''''''"''''''"'''''''-''"''''''"''''''"'''''''-'''-''"''''''"''''''"''''' 内閣総理大臣メッセージ

都道府県知事殿

市区町村長殿

障害者施策につきまして、日頃より格別の御尽力を頂いていることに敬意を表します。

本年は、 「障害者対策に関する新長期計画」が終期を迎え、また国連アジア太平洋経済社

会委員会(エスキャップ)で提唱している「アジア太平洋障害者の十年Jの最終年でありま

す。

政府は、障害者施策推進本部において、今後十年の障害者施策の枠組みを決める新しい「障

害者基本計画」とその前期重点実施計画である「障害者プラン」の策定に着手いたしました。

新しい計画においては、国民誰もが地域で安心して生活でき、また一人一人がその能力を

十分発揮できるよう、障害のある人の社会参加を阻むあらゆるバリアーの解消に向けて、関

連施策の一層の充実を図る所存です。

「アジア太平洋障害者の十年」は、本年五月のエスキャップ総会において、さらに十年延

長する決議が採択され、秋には、わが国のホストにより、次の十年の行動の枠組みを決定す

るための最終年ハイレベル政府間会合が滋賀県大津市で開催されます。

これまでの障害者施策の成果を継承し、更に一層発展させることにより、二十一世紀を誰

もが安心して心豊かに暮らせる社会とするよう、特段の御理解と御協力をお願いいたします。

平成十四年七月二十六日

内閣総理大臣小泉純一郎
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..............."-'''-'，.....""".， 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課社会参加推進室長

「各都道府県指定都市障害保健福祉主管課長宛内翰」

拝啓 障害保健福祉行政の推進につきましては、日頃よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げま

す。

さて、来る 20 0 2年は「アジア太平洋障害者の十年」最終年にあたりますが、我が国で

はこれを記念する事業として、中央障害者社会参加推進センターを設置する日本身体障害者

団体連合会を始めとする障害者関係団体が主唱し、 「アジア太平洋障害者の十年J最終年記

念フォーラムの開催を予定しております。

このフォーラムにおける主要な事業としては、 3つの国際会議を開催するとともに、市町

村障害者計画策定や欠格条項総点検についての国内推進キャンペーンを行うことが計画さ

れております。

このキャンペーンの全国的な展開を進めるに当たっては、三障害(身体、知的、精神)の

関係団体で構成され、都道府県・指定都市に設置されている「障害者社会参加推進センター」

が中心的な役割を担うことが期待されております。

当方といたしましても、地域における障害者の社会参加を推進していく上で中核的な役割

を担う「障害者社会参加推進センターjが、これらキャンペーンの活動に携わることは、同

センターの一層の活動の強化を図る上でも有意義なものと考えております。

つきましては、 「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムの活動内容をご了知

いただくとともに、上記趣旨をご理解の上、貴県・市障害者社会参加推進センターが中心と

なって実施される国内推進キャンペーンについて、格別のご支援、ご協力を賜りますようお

願いいたします。

平成 14年 1月7日

各都道府県指定都市障害保健福祉主管課長 殿
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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課社会参加推進室長
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『アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムキャンペーン
都道府県・指定都市『障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

県名 協議会名称 団体数 代表者名

青森県 青森県障害者施策推進フォーラム協議会 11 前田保

山形県 山形県フォーラム協議会 17 井上興惣次

福島県 福島県障害者施策推進フォーラム協議会 11 奥河良平

茨城県 茨城県障害者施策推進フォーラム協議会 24 佐川清一

栃木県 栃木県障害者施策推進フォーラム協議会 3 小川柴ー

埼玉県 埼玉県障害者協議会 37 河端静子

千葉県 千葉県障害者施策推進フォーラム協議会 10 海老根寧

東京都 東京都障害者施策推進フォーラム協議会 13 児玉明

神奈川県 神奈川県障害者施策推進フォーラム協議会 17 横地甲子夫

新潟県 新潟県障害者社会参加推進協議会 20 本田佐敏

富山県 富山県障害者施策推進フォーラム協議会 7 土田一興

福井県 福井県障害者社会参加推進セント協議会 6 吉岡幸一

山梨県 山梨県障害者施策推進フォーラム協議会 17 竹内正直

長野県 長野県障害者施策推進フォーラム協議会 4 市川利雄

岐阜県 岐阜県障害者施策推進フォーラム協議会 27 松井逸朗

静岡県 静岡県障害者施策推進フォーラム協議会 14 渡辺鉄栄

三重県 三重県障害者施策推進フォーラム協議会 19 山本征雄

滋賀県 滋賀県障害者施策推進フォーラム協議会 22 井上庄二郎

奈良県 奈良県障害者施策推進フォーラム協議会 10 坂下美恵子

和歌山県 和歌山県障害者施策推進フォーラム協議会 16 小西悟

鳥取県 鳥取県障害者施策推進フォーラム協議会 16 浦木修一

島根県 島根県障害者施策推進フォーラム協議会 17 藤井辰朗

岡山県 岡山県障害者施策推進フォーラム協議会 11 藤田勉

広島県 広島県障害者施策推進フォーラム協議会 13 熊谷忠

山口県 山口県障害者施策推進フォーラム協議会 7 村上潔

徳島県 徳島県障害者施策推進フォーラム協議会 11 原宗一

高知県 高知県障害者社会参加推進協議会 13 片岡卓宏

大分県 大分県障害者施策推進フォーラム協議会 17 麻生浩一

宮崎県 キャンペーン宮崎県実行委員会 18 安藤豊喜

札幌市 札幌市障害者施策推進フォーラム協議会 7 神田直也

千葉市 千葉市障害者施策推進フォーラム協議会 10 岡田正平

横浜市 横浜市障害者施策推進フォーラム協議会 14 原孝夫

川崎市 川崎市障害者施策推進フォーラム協議会 14 安藤園男

大阪市 大阪市障害者施策推進フォーラム協議会 3 手嶋勇一
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青森県 都道府県・指定都市 「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 青森県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 前田 保((財)青森県身体障害者福祉団体連合会)

構成団体数 1 1 

構成団体名 青森県身体障害者福祉団体連合会

青森県視力障害者福祉連合会

青森県腎臓病患者連絡協議会

青森県ろうあ協会

うとう心臓友の会

日本オストミー協会青森県支部

青森喉友会

全国脊髄損傷者連合会青森県支部

青森県手をつなぐ育成会

青森県知的障害者福祉協会

青森県精神障害者家族会連合会

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 12月 19日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事の代理(副知事)に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月 19日~平成 15年 1月頃

伝達活動

<活動の記録>
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧青森県
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青森県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

障害者施策の充実を求める決議

「国連・障害者の十年」に続く「アジア太平洋障害者の十年」が今年で最終

年を迎えました。

この間二十年が経過し、障害者福祉は大きく前進しました。しかし、障害者

の社会参加と平等・人権の保障を実現するためには、バリアフリーを始めとす

る多くの課題が残されていることから、「アジア太平洋障害者の十年」は更に

延長され、新しい十年がスタートされます。

「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念キャンペーン青森県障害者施策推

進フォーラム協議会は、今後の障害者施策の充実を期して次のとおり決議しま

す。

記

1 国は、新しい「障害者基本計画」の策定に着手した。

本県では、当初の計画が未策定になっている行政、或は障害当事者の参加

がないままに計画が策定されている行政も見うけられるので、新しい障害者

計画を策定するにあたっては、障害当事者の意見を尊重し、また計画の中に

数値目標を設定されるよう要望する。

1 障害者の権利を制限する欠格条項については、今その見直しが進められて

いるが、県及ぴ市町村の中で、このような不当な欠格条項が残っているなら

ば、完全撤廃するよう要望する。

1 障害者の就労は、極めて厳しいものがある。障害者の就業拡大を図るなど

障害者の自立支援施策の充実を要望する。

平成 14年 12月19日

「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念

青森県障害者施策推進フォーラム協議会

委員長前回保

青森県知事木村守男 殿
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山形県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 山形県フォーラム協議会

代表者名 井上興惣次(山形県身体障害者福祉協会)

構成団体数 1 9 

構成団体名 特定非営利活動法人山形県視覚障害者福祉協会

山形県聴力障害者協会 発声教室 山彦会

日本オストミー協会 山形県支部 山形県中途失聴・難聴者協会

特定非営利活動法人山形県腎友会 全国脊髄損傷者連合会 山形県支部

山形県身体障害者福祉協会 山形県身体障害者福祉施設協議会

山形県手をつなぐ親の会 山形県知的障害者福祉協会

山形県精神保健福祉協会 山形県精神障害者家族連合会

山形県肢体不自由児者父母の会連合会 社団法人日本筋γストロフィー協会山形県支部

日本心臓へ。ースメーカー友の会 山形県支部

全国低肺機能者連絡協議会「東北白鳥会山形県支部」

山形県失語症友の会連合会 日本ALS協会山形県支部

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 12月 10日

よび 「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期 : 平成 15年 2月

伝達活動

<活動の記録>
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福島県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 福島県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 奥河 良平(福島県障害者社会参加推進協議会)

構成団体数 1 1 

構成団体名 (財)福島県身体障害者福祉協会

福島県手をつなぐ親の会連合会

福島県精神障害者家族会連合会つばさ会

(社)福島県聴覚障害者協会

福島県盲人協会

福島県知的障害施設協会

福島県知的障害施設親の会連絡協議会

福島県精神保健福祉協会

福島県社会福祉協議会

福島県保健福祉部障害福祉課

福島県障害者社会参加推進センター

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 10月 15日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡した

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 10月 16日"'10月 17日

伝達活動

<活動の記録>

陳 情 書

福島県知事佐藤栄佐久様

平成 14 年 10 月 15日

福島県障害者施策推進フォーラム協議会

会長奥河良平
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福島県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

障害者施策の推進につきまして、日頃格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

明るく幸せな生活を送るためには心身の健康が最も大切であります。障害が

あっても、生きがいを持って地域のなかで安心してよりよい生活が送れるよう一人

ひとりの自主的な健康っくりが大切でありますが、これを支援する総合的な保健福祉を

促進する体制の整備が肝要であると考えます。

ご承知のとおり本年度は、「アジア・太平洋障害者の十年Jの最終年にあたり

2002第六回DPI世界会議札幌大会が開催されます。国内外で障害者の施策に

ついて、関心が高まっている状況から福島県障害者施策推進フォーラム協議会といたし

まして下記事項について、特段のご高配を賜りたく陳情いたします。

記

1 ノーマライゼーションについて

障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるよう社会全体のユニパーサルデザ

イン化の考えを基に効果的事業の推進や社会の意識の啓発普及など多様化する障害者

の需要に対応した総合的支援体制の整備を、平成 16年度を初年度とする新たな障害

者福祉計画に盛り込んでいただきたくお願いいたします。

2障害者の社会参加の促進について

三障害(身体障害・知的障害・精神障害)の自立と社会参加を促進するため

『障害者社会参加推進センターJを中心として、社会参加奉仕員の養成・派遣事業

・障害者パソコン活用促進事業・社会生活訓練等を推進されておりますが、更なる

充実を図られるようお願いいたします。
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福島県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

3障害者小規模作業所について

小規模作業所では、一般企業等で働くことの困難な障害者の働く場として障害者・

親・ボランティアなどと、共同の事業として地域で運営されております。

障害者に働〈喜びを与えボランティア等とのコミニュケイション場を作るなど

極めて重要な役割を果たしております。

しかしながら、長らく低迷する経済環境の中経営者(施設長)は厳しい対応を

余儀なくされております。そこで、支援策として財政援助の拡大についてお願い

いたします。

4 障害のある人の雇用促進について

障害者施策の基本であるノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての

社会参加が必要となるものです。ここ 3年『障害者 11 0番Jでの雇用に関する相談

いくつか出ております。厳しい経済環境によるものでもありますが、障害のある人が

その適性と能力に応じて可能な限り、雇用の場に就くことができるようにすることが

重要であります。今後ともそれぞれの分野での障害者雇用について、一層の促進を

お願いいたします。

5精神保健福祉について

精神保健福祉施策については、精神障害者の人権に配慮した適正な医療及び保護の

実施・精神障害者の社会復帰・社会の意識の啓発普及・および県民の精神的健康の

保持・増進のため地域精神保健施策の一層の促進を図ることをお願いいたします。
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茨城県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 茨城県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 佐川 清一(社団法人茨城県身体障害者福祉団体連合会長)

構成団体数 24 (他支援団体 3) 

構成団体名 (社)茨城県身体障害者福祉団体連合会 茨城県身体障害者福祉協議会

(社福)茨城県視覚障害者協会 (社)茨城県聴覚障害者協会

茨城県手をつなぐ育成会 茨城県肢体不自由児協会

茨城県肢体不自由児(者)父母の会連合会 茨城県知的障害者福祉協会

茨城県重症心身障害児(者)を守る会 茨城県心身障害児者福祉施設協議会

日本筋ジストロフィー協会茨城県支部 茨城匙声会

(社)日本自閉症協会茨城県支部 茨城県身体障害者福祉施設協議会

(社)日本オストミー協会茨城県支部 茨城県在宅障害者福祉施設協議会

茨城県，心身障害児通園事業施設協議会 (社)茨城県精神病院協会

茨城県精神保健協会 (社)いはらき思春期保健協会

(社)茨城県精神障害者福祉会連合会 茨城県心を支える職親の会

茨城県精神障害者リハビリテーション施設協議会 (社)茨城県雇用開発協会

茨城県身体障害者相談員連絡協議会 (財)茨城新聞社文化福祉事業団

(社福) 茨城県社会福祉協議会

都道府県・指定都市における 「決議文」お 伝達日 平成 14年 9月20日

よび 「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事に直接手渡した

その他県議会議長、保健福祉部長、障害福祉課長

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 9月3日及び 10日

伝達活動 伝達方法: 市町村長、同議長に直接手渡した

訪問できなかった市町村は郵送した

<活動の記録>
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旅程表

茨城県障害者施策推進フォーラム協議会

UE (県西・県南)

平成 14年 9月3日 (9時出発:茨城県総合福祉会館)

水戸発

30分 L一一..J20分 し一一-.J 25分 L一一..J 25分 L一一
昼食

表敬時間 25分 25分 25分

到着時間 9:30 10:15 11:05 11:55 

出発時間 9∞ 9:55 10・40 11:30 12:50 

水戸

表敏時間 25分 25分 25分 25分

到着手時間 13∞ 13:55 14:35 15:30 16:35 

ト~ 出発時間 13:30 14:20 15:00 15:55 
'J 

2斑{県北}

平成 14年 9月 10日 (9時出発:茨繊県総合福祉会館)

水戸発

高速 25分! 120分 L一一一J 15 分 L一一~ 35分 Lー

昼食

表敬時間 25分 25分 25分

到着時間 9: : 25 10:15 10:55 12:05 

出発時間 9∞ 9 : 50 10:40 11:30 12:55 

「一一寸23，5九「一一寸37，5'，r一一寸5九 G十一一王一一町ー寸」トー高速
水戸着

表敬時間 25分 25分 25分 25分

到着時間 13:00 14:10 15:30 1 6 :05 1 7 : 20 

出発時間 13:25 14:35 15:55 1 6 :30 

茨城県施策推進フォーラム協議会

日 程表

平成 14年 9月 20日県関係

集合時間 9月 20日(金)10時 10分

集合場所 茨城県議会議事堂 1F PRコーナーロビー

参加者 各障害者団体代表者及びフォーラム事務局

集合待合・打ち合わせ時間

移動 (議事堂 2Fへ)

県議会議長(要望・面談)

移動 (県庁舎 5Fへ)

知事 (要望・面談)

移動 (県庁舎 13Fへ)

保健福祉部長(要望・函談)

移動(議事堂 2Fへ)

昼食

(議事堂2F 食堂 Viento)

1 0 時 10分~1 0時 25分

1 0時 25 分~10時 30分

1 0 時 30 分~10時 50 分

1 0.時 50分~11 時 00 分

1 1 時 00分~ 11時 20分

1 1 時 20分~11 時 30分

1 1 時 30分~11 時 50 分

1 1 時 50分~ 12時 00分

1 2時 00分

昼食後解散
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栃木県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 栃木県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 小川 柴ー(栃木県身体障害者団体連絡協議会)

構成団体数 3 

構成団体名 栃木県身体障害者団体連絡協議会

栃木県知的障害者育成会

栃木県精神障害者援護会

都道府県・指定都市における「決議文jお 伝達日 平成 14年 12月3日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月4日~

伝達活動

<活動の記録>
栃木県障害者t社会参加推進センター

社会参加推進協議会

木

分

〆
'
h

nu 

ロH
q
u

、J

1

時

階

3

1

内

4

月

後

ザ

(

0

午

ラ

室

1

プ

議

年

祉

会

4

福

4

1

ぎ

0

成

ち

4

平

と

時

所
日

一

場

1 開会

2 あいさつ

(1)議長
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② 知事あて決議(要望書)の作成について
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧栃木県
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧埼玉県

協議会名称 埼玉県障害者協議会

代表者名 河端静子(埼玉県障害児教育振興協議会)

構成団体数 37 

構成団体名 記載なし

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 11月6日'""15日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 11月6日'""15日

伝達活動

く活動の記録>

2002110/31 

適時先，埼重県障害者協担金Ta04・-825-0707 F;副 048ー田5-3070

※
集
合
場
所
は
、
原
則
と
し
て
役
所
ロ
ビ
ー
と
し
ま
す
.

※
移
動
な
ど
に
時
聞
が
か
か
り
、
遅
れ
る
場
合
、
責
任
者
は
必
ず
、
次
の
市
町
村
へ
連
絡
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
・

陣寄者施蹟抱温室県キャラパン行動日糧費

日橿 コース
①揮官 10:00 ①集合 12:40 ①集合 15:10 

コース責任者 コース責量者代理
世且等多加者

@璽厨 10:鈎 @豊町 13 叩 @聾圃 15:.0 
.商担当

A-l 量車町 皆野町 吉田町 O盲目常尭副書畳 軍旗金

11月6日(氷}
A-2 韓宜市 慣甑町 小鹿野町 O燭身也 鋼暗身協 宵庫会

A-3 胃川村 大揖村 両神村 0育埠会副理事畳 崎身国 村山(育成会}

A-4 寄居町 川本町 0"、特理司区(車庫会} 園陸(陣埼連副会長} "、体理$ 蘇繁樹{陣障協}

B-l 本庄市 上且町 |実里町 oa原{陣織置} 育底会

11月7日(木}
B-2 児玉町 仲川町 縛泉村 0吉田智尭刷会量 埼身幅 埼身協

B-3 岡郎町 田谷市 聾摺町 o.需樹{陣田園} 鳩身由 蘇需樹(陣鑓協}

B-4 鯛替市 lJ:iII町 大量町 0小純理事 車庫金 小林理' 回世(陣埼連副会長)

C-l 軍艦山市 吉見町 川島町 O石井先祖副会晶 共作連 共作週

C-2 晴川町 l皿山町 玉川村 0吉岡常夫副会長 崎身園

11月8日{壷} C-3 都幾川村 小川町 Jla主将 O音量ニ千子{曹成金} 崎身也 育成金

C-4 吹よ町 掴畢市 :北本市 O{jlll副書量{埼身圃} 伊窟副書量

C5 春日田市 E和町 O阿鋼会畳 障担也 問掴金量 告書a紀子(I!iジス}

D-l 日高市 艦艇市 sl廃材 。かわせみ 草原{陣埼連}

11月 11日(月}
D-2 晴山町 館生町 毛田山町 O吉田常尭副会量 山口{どんぐりの車3 共作置

D-3 花園町8'30 壇戸市 曲ヶ島市 O曹長理事 "、田恒良{育成金} 育障会

D-4 所沢市 議山市 入岡市 OJlJJII理・ 育成会 "14会 佐直直前理事(中鼠}

E-l 期間周村 行困市 羽生市 O小紳理事 軒井常臨理恵 "、特理恵 山岡{蝿身協}

11月四日(火) E-2 加掴市 騎西町 JIi里町 。菅畳理・ 育底会 育底会

E-3 置宿町 8'30 大和l唖町 北川辺町 0吉田副会畳 共作連 典作理

F-l 置宮町 久喜市 。山田副会晶 内田{曹属会) 育車会

11月間日{水}
F-2 自問町 宮代町 l杉戸町 0田口理・ 石井多量子{育成会) 向田(つぐみ共生会}

F-3 寧手市 軍捕町 0軒井常揖理事 育忠会 育成金

F-4 館替市 古川市 弘、伏町 。山檀理事 育成金 山檀理・

0-1 草加市 八期市 三郷市 。 島居(オZトミー} 住麗喜代子(陣館協}

111l 1.日t木)
0-2 川館市 上橿岡市 大井町 O小田 t膏血書】 育成金

0-3 車*111 富士見市 三芳町 0掴岡{育成金事商用量} 百損{育成金} 橿岡宵底金事面周量

0-4 軒直前g叩 朝置市 号祖先111 0111原理事 調E身由 木村 t自立生惜協金} 住麗遭前理事{中値)

H-l 上尾市 I柵川市 '伊覇軍町 。山田副書量 田口理夢 器本{埼身協}

11月 15自{壷]
H-2 岩槻市 車田市 0軒井市輯理事 名書a;)A) 名倉歯紀子(I!iジス】

H-3 さいたま市 戸田市 O問掴金量 l品、止ま市のみl al字・健闘刷会量・山岨理亨 埼身由

H-4 鹿市 川口市 Jh谷市 。伊圃副会晶 S豊田理事 蝿.協

匪亙Zコ

安行程 32コース

情動の基本パ9ーン|①集合・打合せ(10・0ω-自治体との恕般・要情(10・30-11・3ω司移動・昼食司②集合打合せ(12:40)ー自治体との懇餓・喪繍(13・10-14・10)司移動

司③集合打合せ(15・10)ー自治体との恕政・要筒(15・40-16:40)
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埼玉県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

「アジア太平洋障害者の 10年J最終年記念事業
「アジア太平洋障害者の十年j

Il終配念「埼玉フォーラムJ

21世紀こキ
福祉の花ひらく時代に【プログラム1

10: 30 開会

司会者 徳間三治(社団法人埼玉県手をつなぐ育成会常務理事)

10 : 35 会長銀紗

崎玉県陣害者協議会会長河縞静子

一地域で豊かに暮らすために一

10: 40 埼玉県知事後鎖

崎玉県知事 土屋量産彦

県級会副IJ，量長古寺五一

さいたま市長 相川宗一(代理福祉部惨事兵藤八郎)

平成 14年10月5日(土)

10:30-16:00 
白埼玉県障害者交流センター

10: 50 知g蛾司自状魁呈

10 : 55 I首辞

11: 10-12: 10 記念調演

「アジア太平洋障害者の十年J飯終配念フォーラム実行委員長 仮山賢治

13: 00 シンポジウム

司会宗湾忠緩氏{崎玉大学敏育学郎助教綬)

シンポジスト
渋谷宏明 氏(割高玉県健康福祉部障害者福祉課主幹}
西国 紫郎氏(東松山市市民福祉部福祉線長)
池並雪枝氏(崎玉県発達障害縞祉協会会長)
飯田 カ 氏{熊谷市障害者団体連絡悩鑓会事務局長 ・埼玉障害

者自立生活悔会副会長)

J993.200~ 

7ジ7宜平罪障害曹司10'"

16: 00 終ゴ

崎玉県障害者簡機会

(崎玉県障害者社会参加推進センター)

A-
q
L
 



埼玉県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

平成 14年8月30日

((市町村名妙長 様

埼玉県障害者協議会

会長 河端静子

障害者福祉の一層の推進のために(お願い)

日頃、障害者施策の推進のために格別なご案内をいただき感謝申し上げます。

また、当会の運営につきましでもご支援・ご鞭擁をいただいておりますことに

厚く御礼申しあげます。

さて、平成 15年4月から障害者福祉も措置制度から契約利用制度(支援費

支給制度)へと変わります。こうしたなかで障害者・家族、関係者からは不安

と期待の声が広まっています。

つきましては、障害者福祉の一層の推進を図るため、下記項目について、格

別のご配慮をお願いいたします。

記

1 . 障害者福祉の推進のために

( 1 )平成 15年度からの障害者福祉の市町村への移譲、支援費支給制度へ

の移行に合わせ、「新障害者計画Jを策定してください。

(2 )市町村地域福祉計画を策定してください。また、策定にあたっては、

障害者団体からの意見聴取も含め、委員に障害者団体から選出してく

ださい。

2. 支援費支給制度への移行にあたって

( 1 )支援費支給制度への移行にあたり、市町村介護保険条例と同じように

「支援費支給制度の運用に関する条例J(仮称)を策定してください。

(2) r自由な選択jができる制度と言われていますが、ホームヘルパ一等、

十分なサービスが受けられるよう基盤整備を図ってください。

(3 )情報の提供にあたっては、障害別の対応、個々の障害者に(詳細な)

情報が届くように配慮ください。

以上

戸

D
円

L



千葉県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

千葉県障害者の施策推進フォーラム協議会

海老根 寧((社福)千葉県身体障害者福祉協会)

1 0 

(社福)千葉県身体障害者福祉協会

(財)千葉県肢体不自由児協会

(社)千葉県視覚障害者福祉協会

千葉県聴覚障害者連盟

千葉県オストミー協会

京葉喉友会

(社福)愛光

千葉県手をつなぐ育成会

千葉県精神障害者家族会連合会

都道府県へ「趣意書Jおよび「総理大臣メ

ッセージ」の伝達活動

伝達日 : 平成 14年 10月29日

伝達方法: 知事の代理に手渡し

伝達時期: 平成 14年 10月 17日

伝達方法:各市町村長へ郵送

「趣意書Jおよび「総理大臣メッセージJ

の市区町村長への伝達活動

<活動の記録>

次ページ参照
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東京都 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 東京都障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 児玉 明((社)東京都身体障害者団体連合会)

構成団体数 1 3 

構成団体名 (社)東京都身体障害者団体連合会 (社)東京都盲人福祉協会

(社)東京都聴覚障害者連盟 東京青い芝の会

東京頚髄損傷者連絡会 NPO東京都中途失聴・難聴者協会

(社)日本オストミー協会東京都協議会 (社)銀鈴会

東京視力障害者の生活と権利を守る会 東京都患者同盟

障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会 (社福)東京都知的障害者育成会

東京都精神障害者家族会連合会・東京つくし会

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 15年 1月 10日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージjの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 10月~平成 15年 1月頃

伝達活動

<活動の記録>

各委員様

東推セ発第 13号

平成 14年 7月 3日

東京都障害者施策推進?γ弘也議会

会長 児玉明

第 1聞東京都障害者施策推進フォーラム協議会の開催について

謹啓

時下ますますご清祥のとととお慶び申し上げます.

さて、標記協鵠会を下記のとおり開催いたします.ご多用の折と存じますが、ご出席

下さいますようご案内申し上げます.

敬具

記

1.日時平成14年7月23日{火) 13 : 30-

2.場所東京都飯田橋庁舎

住所新宿区神楽河岸1-1
セントラルプラザピルロ階 会譜室

3.議題

(1) r総理大臣メッセージ』の受理について

(2)第7回東京都『障害者の主張』大会について

(3) r障害者週間』広報啓発事業{ポスター}について
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神奈川県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

神奈川県障害者施策推進フォーラム協議会

横地 甲子夫((財)神奈川県身体障害者連合会)

1 7 

(財)神奈川県身体障害者連合会

神奈川県肢体障害者福祉協会

神奈川県視覚障害者福祉協会

(社)神奈川県聴覚障害者協会

全国脊髄損傷者連合会神奈川県支部

神奈川銀鈴会

(社) 日本ねトミー協会神奈川支部

神奈川盲ろう者ゆりの会

神奈川県手をつなぐ育成会

神奈川県知的障害施設協会

神奈川県障害者地域作業所連絡協議会

神奈川県精神障害者家族会連合会

(福)神奈川県社会福祉協議会

神奈川県精神障害者連絡協議会

神奈川県福祉部障害福祉課

神奈川県衛生部保健予防課

神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お|伝達日 : 平成 14年12月2日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 |伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への|伝達時期: 平成 14年凶 5日"'12~ 9日頃

伝達活動

<活動の記録>

次ページ参照
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神奈川県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

決 議 書

私たちは、ノーマライゼーションの理念のもと、障害のある人もない人も、共に

地域で生き生きと暮らすことの出来る社会の実現に向けて、日頃から努力を重ねて

いるところですが、今後ともより一層の充実した福祉社会の実現を目指して努力し

ていく必要があります

1 993年、国連において「アジア太平洋障害者の十年Jが宣言され、国におい

ては「障害者対策に関する新長期計画Jが策定されるとともに、この新長期計画に

基づく障害者プランを設定し、障害者施策の総合的、計画的な推進が図られて参り

ました。そして本年をもってこれら計画の最終年を迎えましたが、時代の流れと共

に障害者福祉のニーズも著しく変容し、社会福祉事業法の改正、交通バリアフリー

法の制定、欠格条項の見直し、支援費制度の施工など、新しい課題が次々と生じて

います。

私たちは、障害者のニーズに十分対応した制度・計画の着実な推進と、全ての人

が安心して生活できる福祉社会の実現を目指して、次の事項を決議します。

1 障害者に対する長期計画の策定にあたっては、障害者団体の意見・提言に充分

配慮すると共に、全ての自治体で障害者計画が策定されるよう要望する。

2 交通・情報のバリアフリー化を要望する。

3 障害者の雇用の拡大と、安定した就労を確保するための施策の推進を要望する。

4 障害者に関わる欠格条項の完全撤廃を要望する。

以上決議する。

平成 14年 9月 12日

神奈川県障害者施策推進フォーラム協議会
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新潟県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

新潟県障害者社会参加推進協議会構成団体長合同会議

本田 佐敏((社福)新潟県身体障害者団体連合会)

20 

(社福)新潟県身体障害者団体連合会

(社福)新潟県視覚障害者福祉協会

(社)新潟県聴覚障害者協会

新潟県中途視覚障害者連絡会

新潟県中途失聴・難聴者協会

新潟県視覚障害者友好協議会

(社)全国脊髄損傷者連合会新潟県支部新潟県車椅子友の会

(社)日本オストミー協会新潟県支部(雪椿友の会)

新潟県美鈴会

新潟県低肺機能者の会はまなす会

新潟県腎臓病患者友の会

新潟県肢体不自由児(者)父母の会連合会

(社)新潟県手をつなぐ育成会

新潟県知的障害者福祉協会

新潟県知的障害者養護学校PTA(保護者会等)連絡協議会

(社福)全国重症心身障害児(者)を守る会新潟県支部

(社)新潟県精神障害者家族会連合会

新潟県精神障害者社会復帰施設協議会

日本精神保健福祉士協会新潟県支部

新潟県精神障害者団体連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動

「総理大臣メッセージJの市区町村長への|伝達時期: 平成 14年 11月 25日"'"'11月 29日頃

伝達活動 |伝達方法: 市町村長(または障害者福祉の担当者)に手渡し

<活動の記録> 次ページ参照
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当
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滴

醐
割
問
問
海
猫
・
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尚
襲
卦
「
蔀
嚇
時
嵩
鴻
帯
憐
刈
斗

l
w
b罫
齢
ゆ
」
ゆ
固
l
開

T行

町

村

長

殿

日
頃
、
障
害
者
の
福
祉
増
進
に
つ
い
て
格
別
の
ご
理
解
と
ご
尽
力
を
賜
り
衷
心
よ
れ
ソ
敬
意
と
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
、

1
9
9
3
年
を
起
点
と
し
た
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
〕
の
最
終
年
で
あ
り
十

月
に
は
札
幌
市
、
大
阪
府
で
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
さ
ら
に
引
き
続
き
十
年
延
長
す
る
決
議
が
採

択
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

最
終
年
に
あ
た
り
小
泉
総
理
大
臣
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、
今

後
と
も
障
害
者
福
祉
の
明
る
・
い
展
望
を
拓
〈
た
め
、
一
層
の
関
連
施
策
の
推
進
に
ご
尽
力
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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富山県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 富山県陣害者施策推進フォーラム協議

代表者名 土田一興((社)富山県身体障害者福祉協会)

構成団体数 7 

構成団体名 富山県身体障害者団体協議会

富山県身体障害者福祉協議会

富山県視覚障害者協会

富山県ろうあ福祉協会

富山県手をつなぐ育成会

富山県精神障害者家族会連合会

富山県障害者[児]団体連絡協議会

富山県社会福祉協議会

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 10月29日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 10月28日"-'10月29日頃

伝達活動

<活動の記録> アジア太平洋障害者の十手最終年記念
富山県内キャラパンキヤ /へ-../ョ尾方包 !ヨ茶室三隻

10月28日[月] 富山駅前・日本通運前 9時出発。

富山駅前9: OO~ 9 : 05富山市役所9: 30----10 : 10滑川市役所10: 30"""'11 : 10魚部

市役所11: 30---11 : 50黒部市役所12: 10"'-' [昼食J"'13:20入善町役場13: 40~ [融通路]

~14 : 40立LLr町役場15: 05"'15 : 40大沢野町役場1&: 00"'16 : 40富山駅前。

1O月29日[火] 富山駅前・日本通運前 91時出発。

富山駅前9: OO~ 9 : 30小杉町役場 9: 50~10 : 15新湊市役所10: 35---11 : 05氷見

市役所11: 25"'11 : 50高岡市役所12: 10----(昼食1----13 : 30小矢部市役所13: 50----14 : 

10福野町役場14: 30"-'14: 55砺波市役所15: 20..-..15 : 50婦中町役場16: 10"'16 : 40富

山県庁17: 000 
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県
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よ
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キ
b
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パ
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述
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た
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県
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れ
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二
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世
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暮
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せ
る
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と
協
力
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お
願
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一

い
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と
の
小
泉
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一
郎
首
相

一

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
大
永
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尚
武
副
知
事
に
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し
た
。

一

訪
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し
た
の
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係
団
体

で
つ
く
る
一
県
障
害
者
施
策

推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
協
議
ム
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の
メ
ン
バ
ー
六
人
で
、

二
十

八
日
か
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県
内
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町
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巡

回
c

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取

っ
た
六
永
副
知
事
は

「障
害

1 0月 30日富山新聞

障害者施策の推進を
2?富キャラパン隊県庁へ

ー一 ーーて7
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。
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を
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一
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富山県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

ヲア モ三 一 Jレ

国連障害者の十年から、 「アジア太平洋陣害者の十年j に引継がれ最終年を迎えました。

障害者に対する施策は、乙の十年間で国民全体の認識が此迄になく大きく前進しました。

精神薄弱者が知的障害者に呼称変更され、障害者基本法の施行により従来の身体と知的の

両障害に精神障害が加わり、三障害に対する施策が始まり共通する分野の事業が展開される

ようになりました。 昨年からは、身体・知的其々に開催されてきたスポーツ大会も、国民

体育大会のあとに全国障害者スポーツ大会となり充実しました. 障害のある人々の住みよ

いまちづくりの為の施策も、バリアフリーのまちづくり活動や共生のまち推進、ユニバーサ

ルデザイン手法の導入、ハートピル法、交通バリアフリー法、運転免許取得希望者への配慮

、補助犬の普及、情報提供事業等と、多くの関係法律及び法制度の改善と施策の進展がみら

れました。 障害を持つ人々においても、大きな変化が見られ自立と社会参加が促進されま

した。私たちは、この十年間の成果を評価しつつ関係者の努力と国民の支援に感謝致します。

然し乍ら、精神障害や知的障害、重複障害の人々に対する差別や偏見を取り除き、その人

権の確立を図る必要があります。 障害者のみならず、全ての人々が社会生活に於いて真に
一一 ---tル 一一一一一一一一一一-

公正で豊かになる事を望み、急速な高齢化と少子化か進む現況に怯まず全ての人々にとって

住みよい社会の実現の為に頑張ろうではありませんか。

私たちは、最終年を終わりの年にせず新たな始まりの年にしなくてはなりません。 私た

ち富山県では、障害者関係団体が心を一つにしてキャラパンによりキャンベーンを実施致し

ました。 私たちは、今後の障害者に対する取組に、さらなる前進をお願いし「完全参加と
一一一一一一一一一明一一一一一司一一一

平等j の実現の仕上げにご協力を願うものであります。 地方公共団体は、支援費制度の充

実等、積極的な施策を計画的に実路する事を、県民各位には共に参加し行動し協力頂ける様

平成拾四年拾月弐拾九日

富山県障害者施策推進フォーラム協議会

-37-



福井県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 福井県障害者社会参加推進センター協議会

代表者名 吉岡 幸一(福井県障害者社会参加推進センター)

構成団体数 6 

構成団体名 記載なし

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 12月26日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 知事に直接手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月 1日"'12月27日頃

伝達活動

<活動の記録>
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

言語Jii整理!115i1151;i:il ii1iJE 
れさのfこ日プキ喜今存を主主の:弓 偏差| lzz隆裏警護
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平成 14年12月27日(金)

福井新聞

平成 14年 12月 17日(火)

福井新聞
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平
る 等 せ でのを 事警と法く 共来 の者富襲

聖書面
成 次第地」今後ん私やみ取然 、 り 陣 通の靖霊間 童書圏
十 方の 。たみなりし 突活害す身 に

福井ネ富 四 で 公 実の ちまら除乍 通勤やのる体と 国
井 年十 あ共現 障 はせずきち多パ あ分 者弱が 民全

翌知事県
県 り団の 最ん、、、くリ る野 知 は
障 一 ま体仕喜 終。全そ精神のァ室人の的 体今年 の一害 月

す は 上に 年 てれ 法度刷フの々事業の知害者的障 の + 年者 十 。 、げ対をのら リまの E害 需で
社 /.」ー、

こ 積 にす 終 人の者害 l ち住が統 終か

襲撃滴
~ 日 こ極ごる わ 々人の法のみ がわら
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山梨県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 山梨県障害者施策推進フォーフム協議会

代表者名 竹内 正直((社福)山梨県障害者福祉協会)

構成団体数 1 7 

構成団体名 山梨県障害者福祉協会 山梨県身体障害者連合福祉会

山梨県視覚障害者福祉協会 山梨県聴覚障害者協会

山梨県手をつなぐ育成会 山梨県精神障害者家族会連合会

山梨県身体障害者相談員連絡協議会 山梨県知的障害者相談員連絡協議会

山梨県喉頭摘出福祉会 山梨県発達障害者支援協会

山梨県障害者スポーツ協会 山梨県障害者福祉ふれあい会議

山梨県福祉作業所協議会 自立ネットワーク・やまなし

山梨県民生委員・児童委員協議会 山梨県福祉保健部障害福祉課

山梨県肢体不自由児(者)父母の会連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 11月5日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 知事に直接手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 11月5日.........12月 11日

伝達活動

<活動の記録>
「アジア太平洋陣審者の十年』最終年記念フォーラム国肉推進キャンペーン事業。

(市町村長にメッセージ等を届ける。)

市町村名 実総日 市町村名 実施日

山梨県 11月5日 自融沢町 11月12日

甲府市 11月5日 僧Z富町 11月12日

芦安村 11月11日 中富町 I1l'112日

櫛形町 11月11日
峨

早川町 11月128南

白根町 11月11日 身延町 11月128

八田村 11月11日 南部町 I1l'112日

峡 竜王町 11月22日 富沢町 11月12日

中 若草町 11月11日 謹崎市 11月22日

甲西町 11月12日 双葉町 11月22日

昭和町 11月22日 明野村 11月22日

田宮町 11月22日 須玉町 11月22日

玉穂町 11月22日 峡 高穂町 11月22日

敷島町 11月22日 ~t 大泉村 11月22日

山梨市 I1l'126日 長編町 11月22日

塩山市 11月26日 小淵沢町 11月22日

=富村 11月26日 白州町 11月22日

牧丘町 11月26日 武川村 11月22日

勝沼町 11月26日 文月市 11月26日

大和村 11月26日 都留市 11月18日

一宮町 11月26日 富士吉田市 11月20日
峡

春日居町 11月26日 丹震山村 11月22日
東

石和町 11月26日 小菅村 11月22日

御坂町 11月26日 富 上野原町 11月22日

八代町 11周26日
士

秋山村 11月18日北

境川村 11月26日 箆 道志村 11月18日

芦川村 11月26日 東 山中湖村 11月20日

中道町 11月26日 部 忍野村 11月20日

豊富町 11月26日 西桂町 11月18日

市川大門町 12月11日 河口湖町 11月20日

二珠町 12月11日 勝山村 11月20日
峡

上九一色村 12月11日 足和国村 11月20日南
下部町 11月12日 鳴沢村 11月20日

六郷町 12l'111日
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都道府県・指定都市 「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧山梨県

平成 14年 11月6日山梨日日新聞より抜粋

間葬hEJ 日会芝性J
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長野県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

協議 会名 称 長 野 県 障 害 者 施 策 推 進フォーフム協議会

代 表者名 市川 利雄(長野県障害者福祉協会)

構成団体数 4 

構成団体名 長 野 県 身 体 障 害 者 福 祉協会

長野県知的障害者育成会

長 野 県 肢 体 不 自 由 児 者父母の会連合会

長野県精神障害者家族会連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 障害者担当部局に郵送

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月24日

伝達活動

<活動の記録>
長野県障害者福祉団体連絡調整会議次第

{長野県障害者施策推進フォーラム協議会)
日時平成 14年 11月6日(水)

午前 10時30分から
場所長野県社会福祉総合センター3階

第3会議室

1 開会

2 あいさつ

3 会議事項

(1) 中央社会参加推進センターの活動について ・・・・・・・・・・資料1
「アジア・太平洋障害者の 10年J最終年記念フォーラム事業について

ア 3つの国際会議の開催
第6回DPI世界会議札幌大会 2002年10月 15-18日

第 12回RIアジア太平洋地域会議2002年10月21-23日

「アジア太平洋障害者の 10年J推進キャンペーン大阪会議2002
年 10月21-23日

イ 市町村の障害者計画の策定実施状況に関する調査活動について・・別冊

ウ 「アジア太平洋障害者の 10年J最終年に関する行動基調・・・・資料2

3つの圏内推進キャンベーン活動

「欠格条項J総点検キャンペーン
「市町村障害者計画J策定推進キャンペーン
「情報バリアフリーと IT環境の整備J推進キャンベーン

(2) 長野県障害者社会参加推進センターの活動について

ア 長野県障害者施策推進フォーラム協議会の立上げについて・・・資料3

イ 総理大臣メッセージの取り扱いについて ・・・・・・・・・・資料4

ウ 知事左の懇談会について

共通事項と各団体事項 -・資料5

(3)その他

4 閉会

A
せ

A
せ



長野県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

平成 15年 1月 日
長野県知事田中康夫様

長野県身体障害者福祉協会

長野県知的障害者育成会

長野県肢体不自由児者父母の会連合会

長野県精神障害者家族会連合会

障害者関係団体要望事項

O 共通事項

1 支援費制度移行に伴い障害者福祉サービスが後退しないように

する。

支援費制度の援護の実施機関が市町村となるが、市町村聞のサー

ビスの格差、あるいは、障害の特性により、障害者個人が受ける

サービスに格差が生じないよう、市町村に対して、県の指導・支

援をお願いします。

2 県の行財政改革により障害者福祉が後退しないようにする。

県の財政事情は承知していますが、行財政改革にあたり障害者

福祉が後退しないよう特段の配慮をお願します。

0各団体個別事項

|県身体障害者福祉協会|

1 r長野県障害者プランJの完全実施を図る。

数値目標があるもの以外の事業も含めて、完全実施を図るよう

お願します。

2 r身体障害者等自立支援センターJを早急に整備する。

県障害者プランを前倒しで整備し、運営についても十分機能す

るよう、指導をお願いします。

|県知的障害者育成会|

1 西駒郷改築検討委員会の提言について具体的な推進を図る。

西駒郷改築に関する提言内容については、多くの地域生活への

転換が示されていますが、現在の地域生活支援体制では保護者は
不安を感じています。

利用者が地域で安心して生活できる地域支援対策の推進と西駒

郷の早期改修をお願します。

R
U
 

4
 



長野県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

2 地域支援体制の充実を図るため、早急に次の事項を推進する。

各障害保健福祉圏域ごとに生活支援センターを設置する。

また、ホームヘノレプ事業の推進、グループホーム・生活寮の

運営費補助金の増額、学童保育の児童クラブ事業の補助金支給

の促進をお願します。

|県肢体不自由児者父母の会連合会|

1 親なきあとの重度障害児者の在宅福祉施策を拡充する。

重度障害児者の親や保護者は年々高齢化しているので、親なき

後も在宅重度障害者が、人として安心して生きてゆけるよう、療

護施設の増設と相談事業、ヘルパ一派遣事業など在宅福祉施策の

拡充をお願します。

2 重度障害者を対象にした福祉的就労と生活の場の確保の支援を

拡充する。

重度障害者が就労の場を確保することは極めて困難な状況であ

り、重度障害者がその人らしい社会参加を追及できる福祉的就労

の場と、生活寮・グループホーム等の生活の場の確保に対する支

援の拡充をお願します。

|県精神障害者家族会連合会|

1 精神障害者保健福祉手帳所持者の福祉サービスを拡充する。

他の障害者の手帳所持者と同様に自動車税の減免、・交通機関の

運賃割引などの拡大及び通院等にかかる費用に助成、公営住宅に

入居できるよう制度の改善をお願します。

2 グループホーム、共同住居の施設整備費及び小規模作業所の運

営費助成等を拡充する。

社会的入院と言われている入院患者の退院促進と社会復帰のた

め、グループホーム、共同住宅の増設に対する施設整備費の配慮

と小規模作業所の運営費補助単価の引き上げ並びに障害保健福祉

圏域ごとに地域生活支援センターを設立することをお願します。
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岐阜県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 岐車県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 松井逸朗(岐阜県障害者社会参加推進センター)

構成団体数 2 7 

構成団体名 岐車県健康福祉環境部障害福祉課 岐車県健康福祉環境部保健医療課

岐阜県身体障害者福祉協会 岐阜県視覚障害者福祉協会

岐阜県聴覚障害者協会 岐車陸声会

岐車県難病団体連絡協議会 岐車県筋ジス トロフィー協会

岐阜県中途失聴・難聴者協会 頚髄損傷者連絡会

重度障害者の自立をめざす山鳩の会 岐阜県失語症友の会

岐車県盲ろう者友の会 岐車県脊髄損傷者協会

(社)岐車県知的障害者育成会 岐阜県知的障害者支援協会

日本自閉症協会岐阜県支部 岐阜県小規模侵産所作業所連絡会

岐阜県精神障害者家族会連合会 岐車県精神病院協会

日本精神科看護技術協会岐車県支部 小規模作業所連絡会

精神障害者社会復帰施設 岐阜県障害者雇用促進協会

岐車県社会福祉協議会 岐車県福祉事業団

岐車アソシア

都道府県 ・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 10月7日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 10月 1日-----10月29日頃

伝達活動

く活動の記録>

弓
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静岡県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 静岡県障害者施策推進フォーフム協議会

代表者名 渡辺鉄栄((社福)静岡県身体障害者福祉会)

構成団体数 14 

構成団体名 静岡県身体障害者福祉会

静岡県視覚障害者協会

静岡県聴覚障害者協会

静岡県車椅子友の会

静岡県静鈴会

日本オストミー協会静岡県支部

日本心臓へ。ースメーカー友の会静岡県支部

静岡県中途失聴・難聴者協会

静岡県腎友会

静岡県精神保健福祉連合会

静岡県手をつなぐ育成会

静岡県知的障害者愛護協会

静岡県社会福祉協議会

静岡県雇用促進協会

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 10月29日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 11月5日"-'12月 15日頃

伝達活動

<活動の記録>
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静岡県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

市長村長への伝達活動

静岡市 (11，7)清水市 (11，12)富士宮市 (11，7)熱海市 (11 ， 

1 1)浜松市 (11，18)浜北市 (11，21)焼津市 (11，29)

三島市 (12， 2) 袋井市(1 2， 3) 島田市 (11， 19)

計 10市

土肥町 (11，7) 中伊豆町 (11，8)西伊豆町 (11，10)松崎 町(1 

1， 1 1)河津町 (11，13)戸田村 (11，14)小山町 (11，27)

韮山町 (11，29)函南町 (12，10)芝川町 (12，10)

計 10町村

吉田町 (11，11)相良町 (11，12) 由比町 (11，13)金谷町(1 

1， 1 5)蒲原町 (11，12)御前崎町 (11，29) 中川根町 (12，2) 

本川根町 (12， 3)富士川町 (12，10) 計9町

竜洋町 (11，12)大須賀町 (11，14)浜岡町 (11，21)

細江町 (12，3)三ケ日町 (12， 4)豊岡村 (12， 6)菊川町 (12， 

1 0) 計 7町村

合計36市町村 (12月 16日現在)

1 2月 16日以降報告のあった市町村

岡部町 (12，6)大仁町 (12， 9)東伊豆町 (12，16)

川根町 (12，16)大東町 (12，16)富士市 (12，16)

豊田町 (12、25)裾野市 (12，25)長泉町 (12，25)

合計45市町村(平成 15年 1月 14日現在)
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三重県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

三重県障害者施策推進フォーラム協議会

山本征雄((社)三重県身体障害者福祉連合会)

19 

三重県身体障害者福祉連合会

三重県肢体不自由者協会

三重県視覚障害者協会

三重県聴覚障害者協会

三重喉友会

三互会

友愛会

三重心臓を守る会

三重県ことばを育てる親の会

三重県重症心身障害児(者)を守る会

三重県知的障害者育成会

三重県精神障害者家族会連合会

三重県精神病院会

三重県障害者雇用促進協会

三重県ボランティア連絡協議会

三重県知的障害者福祉協会

三重県立盲・聾・養護学校長会

三重県身体障害者総合福祉センター

三重県肢体不自由児(者)父母の会連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お |伝達日 : 平成 14年 10月 31日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 |伝達方法: 三重県健康福祉部長に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への |伝達時期: 平成 14年 10月7日 ~

伝達活動

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

く活動の記録>
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三重県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

平成14年10月31日

三 重県知事北川正恭様

三重県障害者施策推進フォーラム協議会

三重県障害者社会参加推進センタ}

センター長 山 本 征 雄

(社団法人三重県身体障害者福祉連合会会長)

要 望 書

わたくしたち三重県障害者施策推進フォーラム協議会は、次の事項の実現を求め、要望

する。

記

一、国が、平成15年度から新障害者基本計画及び新障害者プランの策定推進に伴い三重

県の新しい障害者計画及び新長期行動計画の策定に関し、市町村聞に地域格差を生じ

ないよう「数値目標」を盛り込むなど策定の推進を要望する。

一、少子高齢社会における在宅福祉施策の推進には、財源の確保が必要であり、保険方式

による財源で誰もが安心して暮らせるバリアフリーでインクルージョン社会を構築することを

可能にする「福祉を目的とする財源」を広く県民の合意形成のもとに創設することを要望す

る。

一、扶養義務制度を改正し障害者の基本的人権を確立すると共にアメリカに於けるADA法・

イギリス身体障害者差別法・アジアにおいてはインド障害者法・タイ障害者リハビリテーショ

ン法など差別禁止規定を掲げた法規が世界の二十カ国以上制定された。

しかし、日常的に障害者一人一人の権利が侵害されている状況であり、わが国において

も早期の「障害者差別禁止法Jの制定を要望する。

一、 1999年から「自治体の入札」には、「総合評価方式」が導入されていると伺っていますが

例えば「障害者雇用率の達成」を入札参加資格に明確に義務付けるなど、拝金主義に等しい

「価格入札」から「政策入札」への改革を強力に進め障害者雇用対策を一層充実、強化を図る

ように要望する。

同時に「未開発の障害者の人的資源利用および開発」を図る「保護雇用」であり、「福祉就

労の場Jについて、当事者および関係者の視点と参画のもとに賃金をはじめ総合的に検討

し、試行できる場の提供を要望する。

※資料1・・・自治体における総合評価入札方式の取組み添付

一、障害者の通学であり、自立と社会参加のための移送サービスの問題を検討する当事者、

関係業者を含めた「交通問題協議会」の設置を要望する。

唱
E-a
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三重県 都道府県・指定都市 f障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

一、在宅福祉サービスの質の高いサービス供給体制の整備・充実を図るとともに、真に必要

とする介護保険の重度認定者、重度障害者の入所待機者をなくする福祉施設の充実を要

望する。

一、reふぉーらむ」を基軸とする先駆的なモデル事業である障害者SOHO支援事業の実施

(02年12月}に深く感謝いたします。そこで当事者を代表する三重県障害者社会参加推

進センターが当事者の立場から参画することが大原則と考える。

また、総合行政の立場から、三重県障害者雇用促進協会(OA事務科学校関係者含む}、

県及び市町村障害福祉関係者等による常設の委員会を設置し、当事者ニードによるreふ
おーらむJの運営を強く要望する。

一、高齢者の社会参加及び障害者の自立と社会参加の促進の見地から、国土交通省のきも

いりで、高齢者、身体障害者等の個別輸送である「スペシャル・トランスポート・サービス(ST
S)Jについては、交通バリアフリー法の成立以降3年以内を目処に、そのあり方について結

論を出すことになっており、その趣旨が交通バリアフリー法及び道路運送法等改正法の付

帯決議において、交通バリアフリー化の推進の観点からタクシー等の活用を図るべき旨が

盛り込まれている。三重県として早急な取組みを要望すると共に現在の状況をお伺いした

b、。

一、措置から自己決定の契約に伴う新時代に於ける支援費制度の理念を生かすピアの立場

の障害者ケアマネージャー、権利擁護支援員、相談員などによる在宅で自己実現を可能

にする当事者の人材養成及び研修体制の確立を要望する。

一、ハートピル法の改正に伴い対象用途の特定建物「学校事務所共同住宅等Jが努力義

務用途として追加され、且つ地方公共団体が条例で「義務付け対象に追加可能」となって

いる。公布平成14年7月12日、 施行1年以内で、政令で定める日とある。

「パりアフりーの基本」は、自由に本人の意思で常に行動できることであり、基本的人権

に通ずる。 特に学校は、地域コミュニティーの見地からもエレベータの設置を含め義務付

け対象の「特定特別建物Jにお願いしたい。また、学校の垂直方向のバリアフリーは、 1%
程度の進捗が現状であり、早急な対策を強く要望する。

※三重県として県立高校の建替え等において、既にエレベータを取付けていることも

あって、現状に於けるこの点の問題は「市町村の責務」にあると伺っていますが、こと

エレベータに関しては、現在のバリアフリー条例の設置基準2，000nlを見直し、すべ

ての公共施設の建物については、特別特定建物として義務化に改正をして、各市町

村の建物は市町村の責務として、取付けるように条例の改正を要望する。

一、補助犬法の施行に伴う事業の推進、重度障害児(者)へのきめ細かい施策の推進、精神

障害者保健福祉施策の推進等国の社会福祉施策に連動した県費予算の計上を強く要望

する。

以上
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滋賀県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 滋賀県障害者施策推進フォーラム協議

代表者名 井上庄次郎((財)滋賀県身体障害者福祉協会)

構成団体数 2 2 

構成団体名 滋賀県身体障害者福祉協会 日本オス トミー協会滋賀県支部

滋賀県手をつなぐ育成会 滋賀県精神保健福祉協会

滋賀県脊髄損傷者協会 滋賀県腎臓病患者福祉協会

滋賀県視覚障害者福祉協会 滋賀県ろうあ協会

滋賀県中途失聴難聴者協会 滋賀湖声会

滋賀県社会福祉事業団 滋賀県社会福祉協議会

滋賀県障害者雇用促進協会 滋賀県障害児 ・者父母の会連合会

滋賀県健康福祉部障害福祉課 滋賀県障害者スポーツ協会

滋賀県障害児協会 滋賀県聴覚障害者福祉協会

滋賀県健康福祉部健康対策課 滋賀県断酒同友会

滋賀県精神障害者を守る会連合会 滋賀県身体障害者福祉協会 (青年部)

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 10月 17日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 10月9日

伝達活動

<活動の記録>
「「アジア太平洋障害者の十年」 鼠終年ハイレ六ル問調会合関連行事 l

平洋1
の目見b

早成:1-斗年

ヰ=前10鴎，

///  
-主催Jアジ7
〆 NHK大津放送局 NHK厚生文化事業団

協:h滋貨l手陣智者社全書加推進協議会
，/ 
¥ / 、，

~7 
一--+--L一一一一

若者による活動を遇して・

会館 ピアザ淡海2階ピアザホール(受付開始 9時〕

第 1自目 指酒吉 f陣富者由社主曜参加 一吉らっと主吉るー」
100苦- *縞師ジェコパークランド氏

o pトラクシヨン「手話による歓」
12帽~ 本出潤 「花白木どんぐり共同作興所Jのみなさん

話 2g~ インターネ ν トコ~ーラム「陪富吉白日畠il!帰」

13時 20分- *コーディネーヲー 芭唱正華氏
間 宮 古 ジェフパーヲランド氏

日拝健;台民
持 宮 古 "'nn置のみなさん

第3剖 ，，:;J:'~ ッション(ピアザ，出海 301 号室-305宮室)
158苦IIlIJ日置のみ母さん、日ごろの思いを君見宝換しましょう

ジェフ，、 グランド民

1946年アメリカ合衆国ダコタ州釜
帯埠山学院大学人間文化学師数回

湖北会渇 インターネットによる会議参加

会関 j盛賀県立文他産業交流会館 第2会扱室

〔受i甘開始 9B苦〕

100吉~ インターネットを利用してピアザ市ーJしの帽子

酉樋正泉氏 E見疋り.インターネットフ方ーラLl.r.:笹山出提言葉す.

元NHKアナウン'tー
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滋賀県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

決 議 文

1. rノーマライゼーション」の理念を基に、障害者が地域における支えあいの中で自立し、生

き甲斐をもって生活できる社会の実現へむけて積極的に社会に参加するよう努める。

2. r淡海障害者プラン」につづく計画目標の「新淡海障害者フラン(仮称)Jが幅広い障害者の

参画のもとに策定されるよう要望する。

3. 障害者が標携する「完全参加と平等Jを具体化し、障害者の雇用促進と欠格条項の撤廃など

就労機会が増大する対策を講じられるよう要望する。

4. 障害者の自立生活と社会参加を促進するため、「住みよい福祉のまちづくり条例Jや「ハー

トビル法Jおよび「交通バリアフリー法」をより一層推進し、社会のあらゆる面に完全なバ

リアフリー化が実現されるよう要望する。

5. 急激に増大する障害者や高齢者の様々なリハビリテーション需要(医学的・社会的・職業的・

教育的リハビリテーション)に的確に対応できる「総合リハビリテーションセンター(仮称)J

の早期整備を要望する。

6. 身体障害・知的障害・精神障害の三障害者に対する共通施策を総合的、効率的に推進する役

割を担う「障害者社会参加推進センター」の整備と機能拡充および活動体制に必要な条件整

備を速やかに実臆されるよう要望する。

7 . r障害者基本法」に定める市町村単独の「障害者計画」の策定が、福祉圏域単位の「障害者

地域福祉計画Jとの整合をはかりつつ促進されるとともに、各市町村の障害者施策(単独事

業)の充実強化がはかられるよう要望する.

8. 地理的・交通条件等から著しい制約を受けている県東北部地域への「福祉センター」早期設

置を要望する。

9. 障害(児)者教育について、高等学校教育を義務教育化するなど、高校教育の機会確保と大

学進学への便宜供与をはかるとともに、併せ生涯教育の普及を促進されるよう要望する。

10. 地震や火災などの災害時に的確に対応できるマニュアルを各市町村において作成し、情報入

手や自力での避難等が困難な障害者や高齢者に配布されるとともに、災害弱者に対応する緊

急管理・連絡体制を早急に確立されるよう要望する。

以上決議する。

平成 14年 11月四日

滋賀県障害者施策推進フォーラム協議会
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「アジア太平洋障害者の十年後の致組みを考える集い」

~若者による活動をとおして~フォーラム宣言

私たちは、本日開催した「アジア太平洋障害者の十年後の取り組みを考える集いJ----若

者による活動を通して~において、障害のある人に対する理解と障害がある人自身が取組

むべき事を考え、障害者施策の強力な推進と障害者自身の大いなる自立と社会参加に向け

て、 5つのテーマを掲げます。

第 uこ rWORKJ仕事です@

障害があることにより住事が出来ないのではなく、どんな障害であっても何かできる。

それが社会参加につながる自立への第一歩となるのです。

第2に rHEARTJ心です。

心と心をつなげることが、理解と優しさを生み、障害のある人もない人もすべての人々

が支えあうことで幸せな人生を送ることが出来るのです@

第3に rLOVEJ愛です。

愛情豊かな人は、仕事においても家庭においても、喜び楽しみがあると思います。障害

を持つがゆえにより人を愛することができ、それが希望にも支えにもなります。

第4に rrn官」くらしです。

現在の社会は、障害のある人にとっては、まだまだ暮らしにくい状況です。そんな社会

を本来の姿にするために、障害のある人もない人も一緒に声をあげることが必要です。

第 5に「町田SSAGEJ伝えるです。

ものを伝えるということが、すべてにおいて何より一番大切なことであり、自分を表現

し、自分自身を変えてゆくための手段となるのです。

私達は以上 5つのテーマに基づき、障害のあるなしを取り払い、障害者も健常者も一緒

に「ノーマライゼーションj 社会(本当の社会)を目指し、この「アジア太平洋障害者の

十年後の取り組みを考える集1，'Jで交わされた思いを通じて取組んでいくことを宣言しま

す。

平成 14年 10月 27日

「アジア太平洋障害者の十年j 最終年びわこ会議実行委員会

財団法人滋賀県身体障害者福祉協会青年部

滋賀県障害者施策推進フォーラム協議会

-55-



奈良県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

協議会名称 奈良県障害者施策推進フォーラム協議

坂下美恵子(奈良県身体障害者福祉協会連合会)

1 0 

奈良県身体障害者福祉協会連合会

(社団)奈良県視覚障害者協会

(社団)奈良県聴覚障害者協会

奈良県中途失聴・難聴者協会

奈良交声会

全国脊髄損傷者連合会奈良県支部

日本オストミー協会奈良県支部

(社団)奈良県手をつなぐ育成会

奈良県肢体不自由児(者)父母の会連合会

奈良県精神障害者家族会連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お|伝達日 : 平成 14年 12月20日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 |伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への|伝達時期: 平成 14年 12月 13日"'12月25日頃

伝達活動

<活動の記録>

次ページ参照
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要望書

中央障害者社会参加推進センターにおいて、本年が「アジア太平洋障害者の十年j最終

年になることから、今後の障害者施策の実施、特に園、地方公共団体における新しい障害

者計画の推進等を積極的に働きかけることを目的として、各都道府県に障害者施策推進フ

ォーラム協議会を立ち上げることが決定されました。

本県においても「奈良県障害者施策推進フォーラム協議会Jを立ち上げ、障害者の自立

と社会参加に向けた活動を展開することとしました。

そこで、次の事項にかかる積極的な対応を要望します。

1 障害のある人が地域で自立して社会参加をする等、より安心して暮らしていくために

も、自己決定を尊重した支援費制度は重要である。このため円滑な制度移行に向けた諸

施策を着実に実施されたい。

2 障害のある人もない人も、地域で共に生きる社会の実現には、それぞれの地域に合わ

せた障害者計画が必要である。このため、奈良県における現行の障害者計画の見直しを早

期に進め、新しい計画を策定されるとともに、策定にあたっては次の点に留意されたい。

(1) 適正な障害保健福祉圏域の設定

( 2") 数値目標の設定

(3) 障害者本人や障害者団体の意見の反映

3 県内市町村における、障害者計画の策定やサービス提供基盤の整備については大変重

要である。このため、次の点について指導されたい。

(1) 障害者に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、市町村障害者施策推

進協議会の設置

(2) 障害者本人や障害者団体の意見が適切に反映されるとともに、数値目標が設定

された市町村障害者計画の策定

(3) 居宅支援体制の整備や日中活動の場の確保、相談支援体制の推進など、サーピ

スが的確に行われる体制づくり

(4) 県内すべての市町村障害者計画策定の完全達成

平成 14年 12月20日

奈良県知事柿本 善也 様

奈良県障害者施策推進フォーラム協議会

会長 坂下美恵子
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和歌山県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市 f障害者施策推進フォーラム協議会j全国一覧

和歌山県障害者施策推進フォーラム協議

小西倍(和歌山県身体障害者福祉協会連合会)

1 6 

和歌山県子ども・障害者相談センター

和歌山県精神保健福祉センター

(福)和歌山県社会福祉協議会

(福)和歌山県身体障害者連盟

和歌山県視覚障害者福祉協会

(社)和歌山県聴覚障害者協会

和歌山県肢体障害者協会

和歌山県身体障害者連盟

和喉会

オストミー協会

和歌山県身体障害者スポーツ協会

和歌山要約筆記会

和歌山手話通訳問題研究会

和歌山県障害児者父母の会連合会

和歌山県手をつなぐ育成会

和歌山県精神障害者家族会連合会

和歌山県精神保健福祉協会

(福)琴の浦リハビリテサョンセンター

和歌山県

和歌山市

都道府県・指定都市における「決議文」お|伝達日 : 平成 14年 10月29日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 |伝達方法: 知事に直接手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への|伝達時期: 平成 14年目末日~凶末日頃

伝達活動

く活動の記録> 次ページ参照
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大 会決議

福祉の前進を目指じ、次のとおり決議する。

1 .新しい障害者プラソの策定に当たっては、あらゆる障害者に配慮、し、障害者聞

に格差や不平等を生じないよう適切に対応されたい。

1 .障害者の自立と社会参加を堅持するため、雇用の確保と職場の拡大開拓を図ら

れたい。

1.物理的なバリアフリーだけでなく心のバリアフリーの推進を図られたい。

1 .聴覚障害者が希望をもうて生活できる労働環境の整備を図られたい。

1 .高速道路における障害者割引の手続きの簡素化で、利用機会の均等を図られた

1 .携帯電話による緊急 1.10番や 11 9番呼出専用ボタ γのメールサービスの実

現を図られたい。

1.視覚障害者に対するガイドヘルパーの充実及び拡充を図られたい。

1. J R及び私鉄の県内の各駅を総点検 L、点字ブロックの完全設置、音声装置案

内等視覚障害者のバリアフりーに努められたい。

また、県下の盲人用音響信号機を統一されたい。

1.県内に視覚障害者のたあの更生施設を設置されたい。

1.身体障害者補助犬法施行に伴い、関係者に広く周知徹底されたい。

1.基幹国道に障害者用トイレ等の設置を早急に図られたい。

1.バリアフ U一施策を強力に推進し、障害者がどこへでも出かけられる環境づく
りに努められたい。

以上
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鳥取県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

鳥取県障害者施策推進フォーラム協議会

浦木修一(鳥取県身体障害者福祉協会)

1 6 

鳥取県身体障害者福祉協会

鳥取県手をつなぐ育成会

鳥取県精神障害者家族会連合会

鳥取県視覚障害者福祉協会

鳥取県ろうあ団体連合会

鳥取県身体障害者青壮年連盟会

日本筋ジストロフィー協会鳥取県支部

鳥取県清音会

鳥取県腎友会

日本オストミー協会鳥取県支部

鳥取県障害者スポーツ協会

鳥取県身体障害者福祉施設協議会

鳥取県知的障害者福祉協会

鳥取県精神保健福祉協会

鳥取県断酒連合会

日本てんかん協会鳥取県支部

都道府県・指定都市における「決議文Jお|伝達日 : 平成 15年2月13日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 |伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への|伝達時期: 平成 15年2月1日~

伝達活動

く活動の記録>
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協議会名称 島根県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 藤井辰朗(島根県障害者社会参加推進センター)

構成団体数 1 7 

構成団体名 島根県身体障害者団体連合会 島根県肢体障害者協会

島根県ろうあ連盟 島根県視覚障害者協会

島根県難聴者協会 日本オストミー協会島根県支部

島根県清音会 島根県腎臓病患者連絡協議会

身体障害者更生援護施設 島根県障害者スポーツ協会

島根県手をつなぐ育成会 島根県知的障害者福祉協会

島根県精神保健福祉会連合会 島根県障害者雇用促進協会

島根県社会福祉協議会 島根県社会福祉事業団

全国精神障害者社会復帰施設協会島根支部

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 12月 18日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事に直接手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月20日~

伝達活動

<活動の記録> 平成14年12J118日

島狼県知事

澄留信緯線

醐県障害者施策推進フォーラム協会 ・F章
島線媒身体陣容者団体連合会 会長藤井原調・I野l

:司会者・

島観媒精神保健領祉会連合会 会長辻

『内閣総理大臣メッセージ』の伝達について

今年2002年は『アジア太平洋障害者の十年』畳終年、-障害者プラン畳申書年期にあ

たるほか、健審者が利用する福徒サービスを原JlIJとしてι隊審者自身が選択する『支緩

費制度』が来年から始まるのを受けて動きの滋しい年となっでおります.

このほど小泉純一郎内問総理大臣から全国の都道府曝知事・布区E町射長に向けた4

障害者施康維進に関するメッセージが、別3震の逼仇 1¥代英文・『ア.i:'-ア太平洋障害者

の+年JI陵絡飽念フォーラム組織察員長に手獲され、各自治体に伝逮するよう宴婦が

ありました.

島根媒でも渇銀保障害者全士会参加縫進センターがや心となり陣容者団体による協

繕会{島緩県障審者錨策推進フォーラム也緯会}を録立し、 Sの..者健策{市町村

障害者計画策定の推進・鱒害者「欠籍条項』の総点検・『情報パリアフリー』の推進}

をテーマとして社会多加推進フォーラムを企画するなど芦動.を展開しております.白

.ここに、肉閣総理大I!からのメッセ-53をお獲しいたしますので4貴喰におかれでも

「アジア太平洋締害者の+年』の最終年が、事の終わりでなふ・事の始めの年となりま

すよう特段のご理解とご協力をお願いします.

唱
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島根県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

内閣総理大臣メッセージの伝達活動方法

3月24日現在 32町村回答

伝達方法・・・・1.市町村長に直接手渡した
2.市町村長の代理に手渡した
3.障害者施策担当課に手渡した
4.市町村長あて郵送した
5.その他

2 

市町村 伝達方法 伝達日 備 考

松江市
浜田市

3障害地区スポーツ協会設立支援、障害者パソコン貸

出雲市 2 H15.2.17 
与事業、公共設備建物等に対する障害者の意見の吸
収、などを御願いした。それらについては、前向きな返
事をいただきました。

益田市
大田市 3 H15.1.8 

安来市 4 H15.1.27 
江津市
平田市 3 H15.1.9 担当者は課内周知及び決裁にて対応するとの」と
車色町
言4 町

町 3 H15.1.7 
出雲町

八雲村 H15.2.20 
福祉関係会議(石倉村長出席)の席上、村長1::直接手
渡した。村長より『承諾しました」との返答がありました。

玉湯町
宍道町 3 H15.1.10 
八東町
E瀬町 H15.1.10 l内容をよく読んで善処するとのこと
自太町
{多町

町長に対しての要望事項
1 )コミユーアイーセンタ-2階へのエレベーターの設置

横田町 H15.1.16 
2)庁舎2階からコミュニティーセンターへの通路の設置
3)伝統産業会館の2階へのエレベーターの設置
この対応については、担当者と協議、検討の上施策の
推進に努力したいとのこと。

大東町
H14.10.81::行われた加茂町内を調査した時の問題点を
話した。加茂町役場のスロープ、ドア、インターホンの

加茂町 H15.2.10 
改善、雲南地区の身障者のグランドゴルフ大会時に使
用する加茂中央公園の多目的広場に身障者用のトイ
レがないこと等を話し、町長よすべて応えることは確約
は出来ないが、検討するとの答えがあった。

木次町 2.3 H14.12.20 |木次身障者福祉計画の量全窒Eについて懇談した
身体障害者福祉を初め福祉事業にはきめ細かく対応し
ている。小地域での福祉活動など周辺各町よりも一歩
進んだ福祉施策を実行していることを(比較する基準は

三万屋町 H15.2.10 いろいろあろが)強調したい。メッセージは確かに受け
取ったので今後お互いに頑張りましょうとのお話でし
た。難聴者問題についても力を入れておられることを申
し添えます。

吉匝相
降合町
買原町
=JF来町 3 H15.1.7 
5伎町

|湖堕IIIT
|斐川町
佐田町 H15.2.14 
大社町
温泉津町
{摩町 2 H15.2.2 |助役に手渡した。来客のため会話無し。

川本町 3 H15.1.28 
町長、助役が留守のため福祉係1::手渡した。必ず町長
に渡すとの回答

3 

4
5
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7
8
9
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川

直

川
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5
6
7
8
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1
1
1
1
1
1
1
1
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37 

市町村 伝達方法 伝達日 備 考

(担当課長より)
石見町は昭和45年『社会福祉の町jを宣言し、以来、住
民福祉向上に向け諸施策を進めて参りました。
こうした中、平成15年4月より、障害者福祉の新しい仕

石見町 3 H15.2.3 組み「支援費制度Jがはじまります。町といたしましでも
新制度の円滑な移行が図られるよう、そして、障害者の
方々の自立と社会参加促進に向けた町づくりを図るた

てめお、関りま係す機a関との連携をより一層深めて参りたいと考え

町長室Lおいて議会議長も同席の上手渡した。町の福
祉の取り組み等について、いろいろ要望を交えて約1

瑞穂町 H15.1.20 
時間懇談した。メッセージについては、趣旨は十分理解
してこれからの障害者の福祉について、諸施策に一層
発展するよう努力したい。(手をつなぐ育成会からも諸
願書あり、内容は不明)
新庁舎の完成L伴い身体障害者の利便性の充実や

邑智町 H15.1.20 
種々福祉の推進対策を構じているところである。更に今
回のメッセージの趣旨に沿って前向きに検討し対応し
ていくよう努力する考えである。
当協会からは正副会長、町からは町長と担当課長が懇
談した。「現在の障害者プランは数値目標がないので

桜江町 H15.1.17 早急に見直しを行い、新しい障害者プランの策定に努
力して障害者の福祉と社会参加が容易になるようパリ
アフリーにより一層の努力をする。 Jとの回答。

羽須美村 3 H14.12.27 
大和村 3 H14.12.24 
金城町
旭町 31未記入
弥栄村

一 町
|罫 町 3 H15.1.14 
匹 町
j寧 l野町
日， 町 3 H15.1.9 

r;:れまでの障害者施策を踏まえ、誰もが安心して心豊
柿木村 H15.1.8 かに暮らせる社会にできる様努力したしリと村長より話

があった。
六日市町

町長対応。『町長に就任以来、福祉施策を町政の重点
項目として取り組んできた。今期限りで引退するつもり

西郷町 H15.1.10 であるが、少子高齢化の進む中で、今後も福祉施策は
町政の大きな柱となることは必然であり、新町長にしつ
かり引き継ぎをしますJとのコメントをいただいた。

1布施村 H14.12.24 村長から誠心誠意に努力するとの員葉を頂いた
五箇村 2 H15.1.22 村長不在の為、助役に直接手渡した。

都万村 H15.2.3 
都万村役場村長室において住民課長立会いの上、別
紙関係団体と連名で伝達しました。
当町では町長改選の結果、新町長が2月12日より就任
したので、 2月17日福祉3団体の請願書を添えて町長に
提出した。伝達当日は懇談時間を設定して請願書の主

西ノ島町 H15.2.16 たる内容である西ノ島町障害者プランの具休化・実現
化について要望した。新町長は財政危機から現在再建
途上にあるがよく検討して善処していきたいとの回答で
あった。

海士町
知夫村役場、村長室r=おいて障害福祉係同席のもと、
メッセージの伝達を挙行した。同時に隠岐島内各町村

知夫村 H14.12.26 の隠岐汽船待合所等バリアフリーの解消を要望。村当
局も障害者の人達が安心して暮らせる生活環境づくり
に努力するとの言葉をいただいた。
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岡山県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

岡山県障害者施策推進フォーラム協議会

藤田 勉((財)岡山県身体障害者福祉連合会)

1 1 

(財)岡山県身体障害者福祉連合会

(福)岡山県視覚障害者協会

(社)日本オストミー協会岡山県支部

岡山県腎臓病患者連絡協議会

(社)岡山県知的障害者福祉協会

(福)岡山県社会福祉協議会

(社)岡山県聴覚障害者福祉協会

(社)岡山県難聴者協会

新声会

(社)岡山県手をつなぐ育成会

岡山県精神障害者家族会連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お |伝達日 平成 14年 12月 12日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 |伝達方法: 障害者施策担当部局の担当課長に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への |伝達時期: 平成 14年 12月 12日~平成 15年 1月 31日

伝達活動

<活動の記録>

岡山県知事石井正弘殿

要 望 書

(平成 14年 12月)

岡山県障害者施策推進フォーラム協議会

-64-



岡山県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

「アジア太平洋障害者の十年」の最終年にあたり、私たちは、貴県に対し次の

とおり要望します。

記

1 市町村障害者計画の策定推進について

岡山県内における市町村障害者計画の策定状況は、平成 14年 5月末現

在で 82%と伺っております。すべての市町村が、障害者計画を策定され

るよう御指導をお願いします。

なお、計画策定や見直しにあたっては、次の事項について御留意願いま

す。

① 計画策定を困難にしている状況は何か、を検討してください。

② 計画は常に見直し、時宜にあったものとしてください。

③ 計画策定の際には、平成 5年に国連総会で採択された『障害者の機

会均等化に関する基準規則Jと「アジア太平洋障害者の十年 12課題

107の項目』をも参考としてください。

④ 難病など障害認定されていない人の施策を含んだ計画としてくださ

し、。

⑤ 施策の計画策定については、福祉領域と同じように関連領域(特に

教育)にも御配慮ください。

⑥ 『就労支援Jについて、計画に盛り込み、施策としても実施してく

ださい。

⑦ 『知的障害者にも理解できるような情報提供サ}ピス』について、

計画に盛り込み、施策として実施してください。

③ 計画策定の方法において、調査票策定前に障害者の意見を聞いてく

ださい。

⑨ 『数値目標の設定」にあたっては、住民や障害者団体の要望に基づ
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岡山県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会j全国一覧

いて設定してください。

⑩ 計画策定委員会等への障害者委員の選出方法は、団体代表以外に当

事者の関与の機会を設けてください。

⑪ 市町村相互が広域的に障害者計画を進めることができる計画として

ください。

2 欠格条項の実態について

『アジア太平洋障害者の十年j 最終記念フオ}ラムキャンベーン委員会

が実施した全国自治体アンケ}ト調査において、次の実態が見受けられま

したので、点検し、県内市町村においてそのような実態があれば、改善す

るよう市町村を御指導ください。

① 公的施設の利用制限、議会・委員会等の傍聴制限に多くの精神障害

に関わる欠格条項が存在している。

② 精神障害に関わる利用制限については、『精神に異常あるもの」と

いった表現が多く見られる他、『精神薄弱Jや「精神錯乱者Jといっ

た表現による制限規定を設けている市町村が存在した。

③ 資格制限については、一般事務職員及び現業事務職員に限ってみる

と少数ではあるが、条例、規則に障害を理由にした欠格条項が存在し

た。

④ 受験資格や試験時の適切な配慮については、試験時の記慮がないな

ど、実質的なレベルでの制限や門前払いが存在する。

3 県政に対して

平成 11年4月に策定されました「岡山県障害者長期計画j にしたがっ

て、私たちが、地域でともに生活できるノーマライゼ}ションの社会をめ

ざし、全力を挙げて取り組んでくださいますようお願いいたします。
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広島県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

広島県障害者施策推進フォーラム協議会

熊谷 忠(広島県身体障害者団体連合会)

1 3 

(社)広島県身体障害者団体連合会

広島県身体障害者施設運営協議会

(社)広島県手をつなぐ育成会

広島県知的障害者福祉協会

(社)広島県精神保健協会

(福)広島県社会福祉協議会

(社)広島県精神障害者家族会連合会

(社)広島県雇用開発協会

広島県ボランティア活動推進会議

(社)日本てんかん協会広島県支部

(財)広島県体育協会

広島県立リハビリテーション・スポーツ

(福)日本社会福祉士会広島県支部

交流センター(おりづる)

都道府県・指定都市における「決議文」お|伝達日 : 平成 14年 11月 1日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 |伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への|伝達時期: 平成 14年目 5日

伝達活動

く活動の記録>

次ページ参照
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広障施推第 1号

平成14年11月 1日

広島県福祉保健部長

三浦公嗣様

広島県障害者施策推進フォーラム協議会

会長熊谷忠

「 内閣総理大臣メッセージ Jの伝達について(通知)

秋冷の候ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素から障害者福祉の推進につきましては、格別のご高配を賜

り厚くお礼を申し上げます。

さっそくですが、ご承知頂いておりますとおり今年は、 「ア

ジア太平洋障害者の十年」の最終年にあたるため、中央の方では、

記念フォーラム組織委員会が結成され、各種事業が実施されてお

りますが、このたび、その一環として、別添通知(写)のとぢり、

各県においても、 「推進フォーラム協議会Jの組織化と「内閣総

理大臣メッセージJの伝達活動についての通知がありました。

この通知に基づき、広島県においては、 10月 8日(火)付けを

もって、広島県障害者施策推進フォーラム協議会(構成メンバー

は別紙のとおり)を立上げるとともに、このたび、 「内閣総理大

臣メッセージ j を伝達させて頂きますので、どうぞ、よろしくお

願いします。
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山口県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

協議会名称 山口県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 村ー上 潔((社)山口県身体障害者団体連合会)

構成団体数 7 

構成団体名 山口県身体障害者団体連合会 山口県知的障害者福祉協会

山口県手をつなぐ育成会 山口県精神障害者福祉会連合会

精神障害者生活訓練施設ひまわり荘 山口県重症心身障害児(者)を守る会

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 15年 1月 16日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 山口県健康福祉部長に手渡し(懇談)

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月27日~平成 15年 1月6日頃

伝達活動 伝達方法: 郵送(各市町村宛)

<活動の記録>
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山口県健康福祉部

部長佐久間勝雄様

山障施推第 1 号

平成14年 12月26日

山口県障害者施策推進フォーラム協議会

会長村上潔

「内閣総理大臣メッセージj の伝達について(通知)

師走の侯、貴殿におかれましては、益々ご清祥のとととお慶び申し上

げます，

平素から障害者福祉の推進につきましては、格別なご高配を賜り厚く

お礼申し上げます.

さて、ご承知のとおり、今年は、 rアジア太平静障害者の十年』の最

終年にあたるため、中央の方では、記念フォーラム組織委員会が結成さ

れ、各種事業が実施されておりますが、とのたび、その一環として、別

添通知(写)のとおり、各県においても、 『推進フォーラム協議会j の

組織化と『内閣総理大臣メッセ -~J の伝達活動についての通知があり

ました.との通知に基づき、山口県においては、 12月25日付げをも

って、山口県障害者施策推進フォーラム協議会(構成メンバーは別紙の

とおり)を立ち上げるとともに、このたび、 r内閣総理大臣メッセージJ

を伝達させていただきますので、よろしくお願い申し上げます.

なお、伝達の時期については、年明付早々を考えております。
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協議会名称 徳島県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 原宗一 (徳島県身体障害者連合会)

構成団体数 1 1 

構成団体名 徳島県身体障害者連合会 徳島県肢体障害者協会

徳島県視覚障害者連合会 徳島県聴覚障害者福祉協会

徳島県中途失聴者難聴者協会 徳島県内部障害者団体

阿波|喉友会 徳島県手をつなぐ育成会

徳島県知的障害者福祉協会 徳島県精神障害者家族会連合会

徳島県精神保健福祉協会

都道府県・指定都市における 「決議文」お 伝達日 平成 14年 11月 19日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事に直接手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期 : 平成 14年 10月31日~平成 14年 12月31日頃

伝達活動

く活動の記録>
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て
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
時
代
の
趨
勢
を
踏
ま
え
、
障
害
宕
白
身
の
意
識
玖
羊
に
は

一
層
の
努
力
を
致
す
所
存
で
あ
り
ま
す
が
、
徳

島
県
に
お
か
れ
て
も
、
県
下
の
障
害
を
持
つ
宕
が
、
九
九
と
え
そ
れ
が
最
重
度
の
障
害
宕
で
あ
ろ
う
と
も
、
真
に
生
甲
斐
あ
る

生
活
が
送
れ
ま
す
よ
う
、
造
切
な
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
格
段
の
ご
配
慮
を
期
待
申
'
し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
三
障
害
(
身
体
-
K
F
的
・
品
刊
神
)
の
関
係
団
体
が
A
C
い
諮
り
、
私
ど
も
が
当
面
の
課
題
と
し
て
特
に
治

〈
行
政
に
期
待
致
し
て
お
り
ま
す
っ
ν
さ
の
事
項
に
つ
き
、
ご
高
配
回
明
り
、
善
処
、
実
現
方
お
願
い
を
申
し
上
げ
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

一
県
に
お
け
る
主
要
な
障
害
宕
施
策
の
企
画
、
推
進
に
当
っ
て
は
、
障
害
者
団
体
の
意
見
、
提
言
が
え
分
反
映
さ
れ
る

よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。

二

支
援
品
質
制
反
の
実
花
に
あ
会
に
つ
て
は
、
各
市
町
村
の
問
で
、
ま
た
各
障
害
の
問
で
そ
の
取
扱
い
、
サ
ー
ビ
ス
に
格
差
が
生

じ
な
い
よ

h

フ
充
分
指
導
を
徹
底
さ
れ
た
い
。

三
障
害
宕
の
就
労
促
進
に
撃
が
る
総
ム
ロ
的
雇
用
対
策
を
推
進
し
て
頂
き
た
い
。

四
障
害
宕
交
流
プ
ラ
ザ
の
建
設
に
際
し
て
は
、
降
客
宕
の
委
笠
・
意
見
を
充
分
取
り
入
れ
て
雨
明
〈
と
と
も
に
、
早
期
完

成
を
図
ら
れ
た
い
。

五
徳
島
県
勤
労
身
体
障
害
宕
体
育
施
設
は
、
今
後
と
も
県
営
に
よ
り
存
続
し
て
頂
き
た
い
。

六
障
害
宕
交
流
プ
ラ
ザ
が
設
、
手
さ
れ
た
後
で
も
、
徳
島
県
聴
覚
障
害
宕
セ
ン
タ
ー
は
存
続
し
て
頂
き
た
い

七
市
町
村
の
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
実
施
推
進
に
つ
い
て
、
連
絡
調
撃
の
た
め
の
協
議
会
を
設
宣
さ
れ
た
い
。

八
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
推
進
し
、
難
聴
宕
、
高
齢
宕
も
社
会
参
か
可
能
と
な
る
よ
う
に
配
慮
願
い
た
い
e

平
点
十
四
年
十

一
月
十
九
日

会

長

原

空
中

2
2法
人
徳
島
県
身
体
障
害
宕
速
令
会

2
2
2徳
島
県
手
を
つ
な
「
育
成
会

o 

俊

理
事
長

山

徳
島
県
炉
的
障
害
者
福
祉
協
会

房、

~ 

会

長

佐

徳
島
県
精
神
障
害
宕
家
族
会
途
令
会

会

長

内

正

申
t

徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
協
会

メ、
Z内

長

森

弁

章

大

徳
島
県
炉
事

回

正

様

寸

N
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議
同
即
猫

積
出
向
海
猫
・
鵠
尚
欝
卦
「
蔀
嚇
品
晴
嵐
滞
帯
構
U
斗

l
w
b蔀
搬
ゆ
」
ゆ
函
l
同

決

議，

害

ア
ジ
ア
太
平
洋
障
害
者
の
十
年
の
最
終
年
を
迎
え
'
わ
が
国
に
お
け
る
障
害
者
施
策
十
年
の
成

呆
を
評
価
し
、
今
後
に
お
け
る
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
そ
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
全
国
各
都
道
府
県
に
お
い
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
を
展
開
中
で
あ
る
。

こ
れ
に
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
、
徳
島
県
に
お
い
て
も
三
障
害
(
身
体
・
知
的
・
精
神
)
関
係
各
団

体
の
代
表
者
に
よ
る
徳
島
県
障
害
者
施
策
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム
協
議
会
を
結
成
し
、
本
県
に
お
け
る

障
害
者
福
祉
十
年
の
成
呆
を
顧
み
る
と
と
も
に
、
新
し
い
時
代
に
向
け
て
の
福
祉
の
あ
り
方
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

そ
の
結
果
、
次
の
事
項
を
決
議
し
、
実
現
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
。

障
害
者
施
策
の
企
晶
、
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
団
体
の
意
見
、
提
言
に
充
分
配
点
す

る
よ
う
要
笠
す
る
。

ー
ー

障
害
者
に
関
わ
る
欠
格
条
項
の
完
全
撤
廃
を
要
笠
す
る
。

交
通
・
情
報
バ
リ
ア
フ
リ

l
仏
の
徹
底
を
要
笠
す
る
。

四

障
害
者
の
雇
用
の
拡
大
と
、
安
定
的
且
つ
継
続
的
な
就
労
を
・
確
保
す
る
為
の
総
令
的
施
策
の

推
進
を
要
笠
す
る
。

五

障
害
者
を
め
ヤ
る

I
T
環
境
の
整
備
の
促
進
を
要
笠
す
る
。

以
上
決
議
す
る
。平

成
十
四
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
降
客
宕
施
策
推
進
フ
ォ
ー
ラ
ム

代
表
徳
島
県
社
会
参
か
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長
原

-Jaー



高知県

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

高知県障害者社会参加推進協議会

片岡車宏((財)高知県身体障害者連合会)

1 3 

(財)高知県身体障害者連合会

高知県視力障害者協会

(社)高知県聴覚障害者協会

高知県難聴者・中途失聴者協会

高知県喉友会

高知県肢体障害者協会

日本オストミー協会高知県支部

(福)高知県知的障害者育成会

高知県知的障害者福祉協会

高知県精神障害者家族会連合会

(福)高知県社会福祉協議会

高知県健康福祉部健康増進課

高知県健康福祉部障害福祉課

都道府県・指定都市における「決議文」お|伝達日 : 平成 14年10月 17日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 |伝達方法: 障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への|伝達時期: 平成 14年9月M 日~平成 14年10~ 17日頃

伝達活動

く活動の記録>
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧大分県

協議会名称 大分県障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 麻生浩一 ((社)大分県知的障害者育成会)

構成団体数 1 7 

構成団体名 (社)大分県身体障害者福祉協会 (社)大分県知的障害者育成会

(社)大分県精神障害者福祉会連合会 (福)大分県盲人協会

(福)大分県聴覚障害者協会 大分県身体障害者相談員協会

日本オストミー協会大分県支部 大分県脳性まひ児(者)父母の会

大分県肢体不自由児者父母の会連合会 大分県ダウン症連絡協議会

大分県重症心身障害児(者)を守る会 大分県自閉症児・者親の会

大分盲導犬協会 大分豊声会

(社)日本てんかん協会大分県支部 (社)大分県断酒連合会

県精神障害者当事者の会(大分県どげえ会)

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 11月 18日"-'12月 12日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 市町村長又は障害者施策担当部局の担当者に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市町村守長への伝 伝達時期: 平成 14年 11月 18EI "-'平成山

遠活動

障
害
者
と
の
共
生
ア
ピ
!
ル
朝
町
臨
時
詳
十
路
一

7
2
I
A

ム
1

・

1
1
1

・
:
!
:
i
封

一

訪

ね

た

。

一

全

蒔

眠

和

訪

問

仰

ヘ

註

発

勲

一

同
障
害
者
の
十
年
は
、
こ
一

一

、

t

d

一と
し
が
最
終
年
。
十
年
間
、

一

「
ア
ジ
ア
太
平
岸
障
害
者
一受
け
た
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
障
一
ャ
ン
ベ
l
ン
が
十
八
日
、
県
一
延
長
す
る
こ
と
が
五
月
の
国
一

の
十
年
」
の
十
年
間
延
長
宇
佐
一害
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
推
進
キ
一
内
で
始
ま
っ
た
。

一連
ア
ジ
ア
太
平
津
経
済
社
会
一
間

一

県
障
害
者
社
会
参
加
推
進
一
委
員
会
で
決
ま
り
、
十
月
に
一
新

一協
議
会
(
麻
生
浩
一
会
長
・

一ア
ジ
ア
太
平
津
障
害
者
フ
ォ

一
市

一十
七
団
体
)
が
小
泉
首
相
の
一I
ラ
ム
が
滋
賀
県
で
聞
か
れ
一
¥山

武
一
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
を
県
内
の
一た。

一大

佐
一全
市
町
村
に
今
月
中
に
居
町
一

同
協
議
会
は
、
県
内
の
全
一

出
一

る

。

一

市
町
村
に
障
害
者
施
策
の
一

同一

泊
一

大
分
市
の
県
総
合
社
会
福
一
政
府
方
針
を
明
記
し
た
小
一
日

中山

一祉
会
館
で
あ
っ
た
出
発
式
に
一
泉
首
相
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
一
月

間
一同
協
議
会
加
盟
団
体
か
ら
約
一げ
る
役
割
を
担
う
ほ
か
、
一

1

4
2

一二
十
人
が
出
席
。
麻
生
会
長
一同
協
議
会
が
独
自
に
決
議
し
一
汀

蹴
一は

「
県
内
の
全
市
町
村
喜
一た
、
①
市
町
村
に
障
害
者
社
一
昨

創
一れ
、
障
害
者
と
健
常
者
が
共
一
会
参
加
推
進
セ
ン
タ
ー
を
設
一

い

計
一に
暮
ら
せ
る
ノ
l
マ
ラ
イ
ゼ
一置
す
る
②
県
身
体
・
知
的
障
一
成

輪
一l
シ
ョ
ン
の
社
会
づ
く
り
を
一
害
者
施
策
実
施
計
画
、
県
精
一

平

日
一ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
」
と
あ
い
一神
障
害
者
プ
ラ
ン
の
完
全
実

一さ
つ
。
県
肢
体
不
自
由
児
者
一施
に
向
げ
た
取
り
組
み
を
強

一
父
母
の
会
連
合
会
の
盛
一
回
由
一
化
す
る
ー
な
ど
を
要
請
す

美
子
さ
ん
(ニ巴
が
麻
生
会
長
一る。

<活動の記録>
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大分県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

フォーラム決議

「園連・ 図際障害者の 10牟J，こ引続く「アジア太平

洋障害者の 10キJも今キで最終キを迎えま Lた.

この 20キ問で障害者福私は大きく向上 LまLたo L力、

L 、まだまだ改善きれない多くの課題も戎されTいること

から「アジア太平洋障害者の 10牟jはさらに延長される

ことにな 9まLた.

そこで、新 Lぃ10キのスタートにきたり、大分県障害

者施策推進フォーラム協議会に結集 Lた身体障害者・長官的

障害者・精神障害者団体は、障害者の私会参がに向け Tさ

らなる基盤整備の充実、発展を目指 L、ここに総意をもっ

T、次のことを決議 Lます.

事乙

1 守司r村に障害者私会参和推進センターの設置を委笠

する.

1 県垂体.~的障害者施策実施計晶、県精神障害者プ

ランの完全実施lこ向けた取。租みを強化する.

1 市古r村障害者施策への障害当字者の参品を関る.

1 市ヨr村における「障害者の日 (12M'1日)Jの啓発

活動を促進する.

以上

平成 14-キ'1M24-日
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大分県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

障害者の私会参がに関する陳情書

1 要旨

障害者の私会参かの推進につい T

Z 理合

f周造・ 国際障害者の 10キJ，こ引続< rアジア太平洋

障害者の 10キJも今年で最終キを迎えま Lた.

この 20キの問、障害者の私会参がについ Tは「完全参が

ど乎等j を目指 L、数多くの施策が実絶されTきま Lたが、

激 Lぃ時代の潮流の変化とともに障害者福私のニーズも著 L

く変容 L、新 Lい課題がつぎつぎと生ピ Tお9ます.

また、措置から契約へと変わる「え援費制度j の実施が、

求キヰ尽に追っ Tまいりま Lた.

このような現状を絡まえ、私達障害者団体i士、地域での障

害者福私施策推進に資するため、市ヨr村 lこ障害者私会参和推

進センターを設産 L-rいただきたく、「大分県障害者施策推進

フォーラム決議j ど「内閣総理大臣のメッセージjを添え、

球情する次第であ 9ます.

平成14-キf{s 24-日

殿
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宮崎県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 「アジア太平洋障害者の 卜年」 最終年記念朴ンヘ。ーン宮崎県実行委員会

代表者名 安藤豊喜(宮崎県聴覚障害者協会)

構成団体数 1 8 

構成団体名 (福)宮崎県聴覚障害者協会 (社)宮崎県身体障害者団体連合会

(財)宮崎県視覚障害者福祉協会 (社) 日本オストミー協会宮崎県支部

宮崎県向声会 宮崎県腎臓病連絡協議会

日本筋ジストロフィー協会宮崎県支部 全国脊髄損傷者連合会宮崎県支部

宮崎県障害者スポーツ協会 (福)宮崎県社会福祉協議会

(社)宮崎県知的障害者育成会 宮崎県知的障害者福祉協会

宮崎県精神障害者家族会連合会 宮崎県精神保健福祉連絡協議会

宮崎県福祉保健部障害福祉課 宮崎県福祉保健部保健薬務課

宮崎県身体障害者相談センター 宮崎県精神保健福祉センター

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 10月28日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 知事の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 11月~平成 14年 12月末日頃

伝達活動

く活動の記録>
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宮崎県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

障害者施策の充実を求める決議

「国連・国際障害者の十年j に続< rアジア太平洋障害者の十年j が今年で最終年

を迎えました。

この問、障害者福祉は大き〈向上しましたが、しかし、まど多くの課題も残されて

いることから「アジア太平洋障害者の十年Jはさらに延長されることになっています。

この、新しい十年のスタートに当たり、「アジア太平洋障害者の十年J最終年記念

キャンベーン宮崎県実行委員会は、今後の障害者花策の充実を期して、次の通り決議

じます。

記

1 国は、今後の障害者施策を決定するための新しい「障害者計画j の策定に着手

しました。よって、県及び市町村におかれましでも、障害者が安心して暮らせる

ための、新しい「障害者計画Jを策定すると共に、今後作成が予定されている「市

町村地域福祉計画Jにも障害者施策を位置づけて頂きますよう要望します。

策定に当つては、障害当事者の意見を尊重し、また計画の中に数値目標を設定

して下さいますよう要望します。

1 障害者の権利を制限する欠格条項については、今その見直しが急速に進められ、

大変喜ばしいことであります。

もし、県及び市町村の中で、この様な不当な欠格条項が残っているならば、そ

の完全撤廃に向けて努力して頂きますことを要望します。

1 障害者の「情報バリアフリーと 1T環境の整備Jを図ると共に、所得保障、麗

用、就労、教育など、障害者の自立支援策の充実と、そのための予算の拡大を要

望します。

宮崎県知事 様

市町村長 様

平成 14年 10月 15日

「アジア太平洋障害者の十年J最終年

記念キャンベーン宮崎県実行委員会

会長安藤豊喜
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宮崎県 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

宮障社セ第 19号

平成 14年 11月7日

各市町村長殿

アジア太平洋障害者の十年

最終記念フォ一歩ム宮崎県実行委員会

委員長 安藤豊喜 (公印略:)

宮崎県身体障害者団体連合会

会長 長友 平(公印略)

アジア太平洋障害者の十年に関する『総理大臣メ yセージ

及び決議文j の市町村長への伝達について

今年は『アジア太平洋障害者の十年Jの最終年になりまオ.そのため、当県でもこの事

業を円滑に進めるため、現在実行委員会を結成しているところです.

この程、当実行委員会あてに、 f総理大臣から知事及び市町村長あてのメッセージj が

届きました。このメッセージは、各市町村の障害者福祉団体が、それぞれの市町村長に直

後届けて(伝迷)頂くことにしていますが、その際に、各県団体も独自の『決議文』を作

成し、メッセージと同時に伝遺することにしています. したがって、当実行委員会どし

ましては、県身体障害者団体連合会との連名で別紙(写)の通りの文書を発送したところ

です.

つきまじては誠に恐縮ですが、障害者福祉団体側から伝達を行いたい旨の申し出があっ

た場合は、趣旨をご理解の上、これをお受け頂きますよう宜しくお願い致します.

なお市町村側の対応は、出来れば市町村長ご本人が望ましいのですが、それ以外の役職

対応でも構いません.

※ (述絡先:障害者社会参加推進センター咽. 0985-26-2950 FAX栽)
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札幌市

協議会名称

代表者名

構成団体数

構成団体名

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

札幌市障害者施策推進フォーラム協議会

神田 直也(札幌市障害者社会参加推進協議会)

7 

(社)札幌市身体障害者福祉協会

(社)札幌市視覚障害者福祉協会

NPO法人札幌市肢体障害者協会

(社)札幌市手をつなぐ育成会

NPO法人札幌市精神障害者家族連合会

札幌市精神障害回復者クラブ連合会

札幌市精神障害回復者小規模共同作業所連絡協議会

都道府県・指定都市における「決議文」お|伝達日 : 平成 14年 10月 10日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 |伝達方法: 市長の代理に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への|伝達時期:

伝達活動

<活動の記録>

1.開会

2.あいさつ

3.纏告事項

4.協議事項

5.閉会

札幌市障害者施簸推進フォーラム箇議会

日 時 平 成14年7月17日{水)午後1時30分

宿所札健市身体障害者福祉センター

1)フォーラム協援会の設置について

2)アジア太平洋障害者の十年最終年記念フ才一ラムについて

3)その他
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千葉市 都道府県・指定都市 「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

協議会名称 千葉市障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 岡田 正平(千葉県身体障害者福祉団体連合会)

構成団体数 1 0 

構成団体名 千葉市視覚障害者協会 千葉市身体障害者福祉会

千葉市聴覚障害者協会 千葉市手をつなぐ育成会

千葉市肢体不自由児者父母の会 千葉市自閉症児者親の会

千葉市言語障害児をもっ親の会 千葉市重症心身障害児(者)を守る会

千葉市オストミー協会

千葉市精神障害者地域家族会連合会

都道府県・指定都市における「決議文jお 伝達日 平成 14年 10月 30日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 障害者施策担当部局長に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期:

伝達活動

<活動の記録>

高島 メッセージを読み上げる

岡田氏(中央)高山氏(右)

ぜち

総理大臣メッセージを

片岡局長(左)に手渡す岡田氏(右)
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横浜市 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 原孝夫(横浜市障害者社会参加推進センター)

構成団体数 14 

構成団体名 横浜市腎友会

横浜市視覚障害者福祉協会

横浜市オストミー協会

横浜市もみじ会

横浜市肢体障害者福祉協会

(社)横浜市聴覚障害者協会

横浜市港笛会

横浜市車椅子の会

横浜市脳性マヒ者協会

横浜市中途失聴・難聴者協会

横浜障害児を守る連絡協議会

横浜市精神障害者家族連合会

都道府県・指定都市における「決議文」お 伝達日 平成 14年 11月22日

よび「総理大臣メッセージ」の伝達活動 伝達方法: 市長の代理に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 11月22日

伝達活動

<活動の記録>
障害者施策推進フォーラム協議会 次第

1 開会

2 センター長あいさつ

3 委員紹介

4 協議事項

日時 平成 14年11月9日(土)

午後2時o0分から

場所 横浜ラポール3階会議室

原 孝 夫

(1) r総理大臣メッセージj 伝達活動及び送付文(案)について

(2) r市町村障害者計画」策定・実施状況に関する調査結果の決議文(案)

について

( 3 )メッセージ及び、決議文の伝達方法について

(4)その他
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横浜市

横浜市長

中田 宏

都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会J全国一覧

様

推進センター発第16-1号

平成14年 10月24日

横浜市障害者施策推進フォーラム協議会長

横浜市障害者社会参加推進センター長

原孝夫

「国連の障害者十年J最終年記念における総理大臣メッセージの送付について

初秋の候、時下ますますご清祥の段お喜び申し上げます。

平素から、障害者福祉の向上について、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

「アジア太平洋障害者の十年Jに当たり、小泉総理大臣より都道府県知事・市町村

長宛に向けた、障害者施策推進に関するメッセージ文書が「アジア太平洋障害者の十

年J最終記念フォーラム組織委員長より、横浜市障害者社会参加推進センター長宛に

送付されて参りましたのでお送り申し上げます。

「アジア太平洋障害者の十年Jは更に十年延長することで決議されました。この十

年間に積み上げてきた障害者対策を基に更なる拡充を図られますよう、特段のご尽力

をお願い申し上げます。
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横浜市 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

横浜市福祉局長

田中克子様

推進センター発第16-2号

平成 14年 10月24日

樹兵市障害者施策推進フォーラム協議会長

横浜市障害者社会参加推進センター長

原 孝夫

市町村障害者計画策定・実施状況に関する調査結果について

初秋の候、時下ますますご清祥の段お喜び申し上げます。

平素から、障害者福祉の向上について、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

「アジア太平洋障害者の十年」最終年記念フォーラムでは、昨年から全国の自治体

を対象に、障害者計画の策定過程への障害当事者の参画度、計画の実施状況等のアン

ケート調査を行いました。

その集計結果が相嫉市障害者社会参加推進センター長宛に送付されて参りましたの

でお送り致します。

この調査は、国内の障害者計画が障害を持つ当事者の社会への「参加・統合・人権」

という精神からみて「参加」を重点に調査検討することを目的に実施されたものであ

ります。

調査の柱は、各自治体の概要・計画の策定状況・数値目標・当事者の参加状況・施

策の状況の5点であります。

この調査結果をご検討頂き、今後横浜市における障害者計画の見直し等に活かして

いただ、き計画策定への当事者参加がより確保されます様、特段のご配慮をお願い申し

上げます。

調査の実施と結果の概要

-実施期間 平成13年 12月-14年5月

・実施方法 郵送調査

-回収率 A 都道府県・政令指定都市 94. 9% (56/59) 

B 市区町村 48% (1552/3235) 

(参 考 )

A 都道府県・政令指定都市 回答数56

→障害者計画に数値目標が盛り込まれていると回答したのは49
B 市区町村 回答数1552 

→障害者計画に数値目標が盛り込まれていると回答したのは427
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川崎市 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 川11崎市障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 安藤園男((財) 川崎市身体障害者協会)

構成団体数 1 4 

構成団体名 (財)川崎市身体障害者協会

川崎市地域福祉育成会

川崎市精神障害者家族会連合会

川崎市肢体障害者協会

川崎市視力障害者福祉協会

円11崎市聴力障害者協会

川崎市脳性マヒ者協会

全国脊髄損傷者連合川崎協会

川崎市腎友会

川崎市オストミー協会

川崎市中途失聴・難聴者協会

川崎市肢体不自由児者父母の会連合会

川崎市自閉症児者親の会

川崎市精神障害者連絡会

都道府県 ・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 10月 17日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 市長の代理に手渡し

「総理大臣メッセージJの市区町村長への 伝達時期:

伝達活動

く活動の記録>
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川崎市 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

決議

1 かわさきノーマライゼーションプランの完全実施を要望する。

① 計画に対する、目標達成の進捗状況を確認し、期限内の目標達成に努める

こと。

② 財政難を理由とした福祉の後退をさせないこと。

③ 障害者(身体、知的、精神、重心等)の障害による格差が生じないよう、

施策の実施を図ること。

以上、決議する。

平成 14年 10月 10日

川崎市障害者施策推進フォーラム協議会
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大阪市 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

協議会名称 大阪市障害者団体協議会・障害者施策推進フォーラム協議会

代表者名 手嶋勇一 ((財)大阪市身体障害者団体協議会)

構成団体数 3 

構成団体名 (財)大阪市身体障害者団体協議会

都道府県・指定都市における「決議文Jお 伝達日 平成 14年 12月3日

よび「総理大臣メッセージJの伝達活動 伝達方法: 市長の代理に手渡し

「総理大臣メッセージ」の市区町村長への 伝達時期: 平成 14年 12月5日

伝達活動

く活動の記録>
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都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧大阪市

障害者福祉施策に関する要望

平素li、障害者の福祉向上1:格別のご尽力を陽り厚(お礼申しあげます。
きて、昭和56年の国際障害者年から今日にいたる問、貴識をはじめ多(の方のご協力で障害者施策

が大き(前進し、市民の障害者1:対する理解と関心がー層深まってまいりましたことは、私たち障害者
の等し(感謝しているところであります。
国li、平成5年J:r障害者対策J:関する新長期計画jを、平成7年1:lir障害者プランjを策定した
ところです。
大阪市におきましても平成6年3月I障害者支援に関する大阪市新長期計画jを、平成10年4月1:
li r大阪市障害者支援プランjを策定し、全市的な取り組みで推進を図られているところであります。
この時にあたり、今後の障害者福祉施策の推進につきまして、決の事項について要望いたします。

一、 「障害者総合福祉センタ-Jの早期建設を要望し、計画年次等具体に提示されたい。
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ー、道路、交通、情報通信ネットワ』ク及び、公共施設などの建築物について、すべての人にやさし
い社会環境のー層の充実を要望する。

ー、障害者の雇用確保と、職場、職域の拡大を促進するとともに、欠格条項の排除を要望する。
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大阪市 都道府県・指定都市「障害者施策推進フォーラム協議会」全国一覧

決 議文

1、障害者の総合福祉センターの早期建設を要

望し、計画年次等具体に提示されたい。

2、 「大阪市障害者支援プラン」で策定された

各項目にわたり、早急に完全実施されるよ

う要望するとともに、新たな「障害者基本

計画」を早急に策定するよう要望する。

3、身体障害者福祉法の改正により平成 15年

度から福祉サービスの利用方法が「措置」

から「契約」ヘ移行することをふまえ、利

用者が不利にならないよう施設整備や相談

機関等の充実を図るよう要望する O

4、道路、交通、情報通信ネットワーク及び公

共施設などの建築物について、すべての人

にやさしい社会環境の一層の充実を要望す

るO

5、障害者の雇用確保と、職場、職域の拡大を

促進するとともに、欠格条項の排除を要望

する。
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